
（平成２１年２月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 66 件

国民年金関係 52 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 116 件

国民年金関係 73 件

厚生年金関係 43 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

東京国民年金 事案 3146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

    私は、近所に住んでいた友人の助言を契機に、昭和 36年４月に国民年金

に任意加入した後、定期的に自宅近くの集会所で行われていた市の出張徴

収で、友人と一緒に国民年金保険料を納付していた。申立期間が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入した契機、加入時期、国民年金保険料の納付場

所及び納付方法など、申立期間当時の納付状況について鮮明に記憶しており、

また、近隣住民の証言などから、申立のとおり申立期間当時に、申立人の居住

地区の集会所において、市の職員による出張徴収が行われていたことが確認で

きる。 

さらに、申立人の保険料の納付状況については、①申立人が当時住んでい

た公営住宅の集会所の管理人で、かつ申立人の友人でもあった住人が、申立期

間当時、申立人と一緒に保険料を納付していたと証言していること、②申立人

の妹が、申立人と姪（申立人の娘）が一緒に集会所に保険料を納付しに出かけ

たことを記憶していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

東京国民年金 事案 3147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 54年４月から同年６月まで              

    私は、昭和 38年に会社を退職した後に区役所で国民年金に加入する手続

をし、以後の国民年金保険料をすべて納付したはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料を納付済みであり、申立期間はい

ずれも短期間である。また、申立期間①については、申立人の国民年金保険料

を納付していたとする夫は、当該期間の保険料が納付済みである上、申立人及

び夫の納付年月日が確認できる範囲で、夫婦の保険料は同一日に納付されてい

ることが確認できることなど、申立期間の申立人の保険料のみが未納となって

いることは不自然である。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の夫が申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、夫自身の保

険料も未納であるなど、申立人の夫が当該申立期間の保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和

38年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたと認めら

れる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3151 

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年９月から 47年３月までの期間及び昭和 47年７月から 48

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年９月から 47年３月まで  

             ② 昭和 47年７月から 48年３月まで  

     私は、申立期間当時、夫婦二人分の国民年金保険料を集金人に納付して

いた。夫婦の将来のことを考え、年金に無関心であった元夫には内緒で納

付してきたのに、元夫の保険料だけを納付して、自分の保険料を納めない

ことはあり得ない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間前後の期間の国民年金保険料をいずれも納付しており、

また、申立人が説明する保険料の納付方法は、申立人が当時居住していた市の

納付方法と一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

さらに、申立人が当時居住していた市の記録によると、申立人の昭和 45 年

３月及びその元夫の同月から 46 年２月までの保険料について、54 年４月ごろ

に、重複納付が判明し、この時点では充当できない期間に保険料の充当処理等

が行われていることが確認でき、申立人の納付記録の管理が適切に行われてい

なかった状況も認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 
 



 

東京国民年金 事案 3152 

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：                       

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 42年３月まで 

私は、夫及び自宅に来ていた国民年金の集金人に勧められて、昭和 42年

ごろに国民年金に加入した。加入手続は、夫が役場で行ってくれた。その際、

役場の職員から、未納分をさかのぼって納付した方がよいと言われ、まとめ

て納付したと夫から聞いている。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付し

ており、昭和 55年４月からは保険料を前納している。 

また、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をしていたとする夫は、

申立期間の自身の保険料を納付しているとともに、さかのぼって保険料を納

付した経緯、納付場所等について具体的に記憶している上、申立人の国民年

金手帳の記号番号が払い出された昭和 42年６月ごろの時点で、申立期間の保

険料は過年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 
 



 

東京国民年金 事案 3153 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年２月から平成元年 7月まで    

             ② 平成 13年４月から同年６月まで 

私は、申立期間①については、昭和 62 年２月ごろに勤務先を退職し、区

役所で国民年金の加入手続をし、納付書により当時の自宅近くの郵便局で国

民年金保険料を納付していた。また、申立期間②については、納付書に記載

された保険料の納付期限に遅れないように注意しながら、自宅近くの郵便局

で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については３か月と短期間で、当該期間前後の期間の国民年金保

険料は過年度納付で納付済みであることが確認できる上、申立人は、納付期限

に遅れないように注意して保険料を納付していたと説明しているとともに、保

険料の納付場所、納付金額等について具体的に記憶している。また、申立人は、

申立期間を除き保険料をおおむね納付しており、当該期間以降の厚生年金保険

から国民年金への切替手続を適切に行っているなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民

年金の加入時期、加入場所等の加入手続及び保険料の納付金額等の納付手続に

関する記憶が曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払

い出された平成４年12月ごろの時点では、当該期間は時効により保険料を納付

できない期間である上、申立人は、現在所持する年金手帳以外に手帳を受領、

所持したことはないと説明するなど、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 



 

成 13年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



 

東京国民年金 事案 3157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年６月から 39年３月まで 

             ② 昭和 45年７月から同年９月まで 

    私は、銀行で現金により国民年金保険料を納付していたので、申立期間 

の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、申立人は、当該期間前後の国民年金保険料は納付

済である上、当該期間以降は国民年金保険料をすべて納付しており、また、

申立期間は３か月と短期間であり、当時保険料を金融機関の窓口で納付する

ことが可能であったことが確認できるなど、当該期間の保険料が未納とされ

ていることは不自然である。 

   しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、

申立人は保険料を現金で金融機関の窓口で納付したと説明しているが、申立

人が居住する区では当時保険料の徴収方法は、集金人による印紙検認方式で

あったことが確認できるほか、国民年金の加入手続、保険料の納付金額等に

関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

   その他の周辺事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 45年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



 

東京国民年金 事案 3158                       
 
第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 55 年１月から同年３月までの期間及び 57

年７月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 
 
第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：   女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  
 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年２月から 46年７月まで 

             ② 昭和 46年８月から 47年３月まで 

             ③ 昭和 55年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 57年７月から同年９月まで 

    私の国民年金保険料は、申立期間①及び②については父親が、申立期間

③及び④については自分で納付していた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 
 
第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③及び④については、当該期間前後の国民年金保険料は納付済で

あり、当該期間はそれぞれ３か月と短期間である上、当該期間及びその前後

の期間を通じて申立人の生活状況に大きな変化が見られないなど、当該期間

の保険料が未納となっているのは不自然である。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人の父親が申立人の当

該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、申立人自身は、保険料の納付に関与しておらず、また、

保険料を納付していたとする申立人の父親からは当時の納付状況等を聴取す

ることができないため、当時の状況が不明確であるなど、当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 47年８月時点

では、当該期間の一部は時効により保険料の納付ができない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年１月から同年３月まで及び 57 年７月から同年９月までの国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3163 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 38年４月から 40年３月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 40年３月まで 

私は、引っ越してすぐに区役所職員に勧められて国民年金に加入し、夫婦

二人分の国民年金保険料を集金人に納付していたはずであり、申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 38年４月から 40年３月までの期間の国民年金保険料

については、申立人は申立期間後の保険料をすべて納付している上、申立人の

国民年金手帳の記号番号は昭和 38 年９月に払い出されており、当該期間の保

険料は現年度納付することが可能であること、また、当該払出以後は、集金人

が集金に来ていたと考えられるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 36 年 10 月から 38 年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出

された昭和 38 年９月時点では、当該期間は過年度となるが、当該区の集金人

は過年度保険料の収納を行っていなかったことなど、当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和38年４月から40年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3164 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年９月から 37年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 16年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年９月から 37年３月まで                           

    私は、母から「二十歳になった月から国民年金に加入し国民年金保険料

を納付しているから、結婚を機にこれからは自分で納付するように。」と言

われたことを憶えている。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後の昭和 37 年４月から 60 歳に到達するまで国民年金

保険料をすべて納付している。申立人の母親が申立人の保険料を納付したと

する婚姻までの期間についてみると、申立人が所持する国民年金手帳の申立

期間に係る欄に検認印が押されていないことから、申立期間の保険料の現年

度納付はしていないと考えられるが、その後申立人が婚姻するまでの約６年

間の保険料をすべて納付していること、申立期間は７か月と短期間であるこ

となどから、申立人の母親が申立期間の保険料を納付書で納付していたと考

えることは不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3165 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54年８月から 61年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 61年１月まで 

    私の国民年金保険料は、妻が夫婦二人分を一緒に納付していた。妻は、

申立期間の保険料が納付済みとなっているが、私の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の確定申告書を所持しており、当該確定申告書に記載

されている国民年金保険料の支払額は当時の保険料額とおおむね合致してい

る。 

   また、保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻は、当該期間の自身

の保険料を納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3166 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 57年４月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 58年４月から同年 12月まで 

    私の国民年金保険料は、結婚するまでは自宅に来ていた集金人に自分の

保険料を納付し、結婚してからは妻が夫婦二人分の保険料を一緒に納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち申立期間①については、申立人は、婚姻するまでは国民年

金保険料を自分で納付していたと説明しており、申立人の手帳記号番号払出

時期から当該期間直前までの保険料はすべて納付済みであること、当該期間

は３か月と短期間であることなど、当該期間の保険料が未納となっているこ

とは不自然である。 

しかしながら、申立期間②及び③については、申立人の妻が当該期間の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻も、当該期間の

保険料は未納であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、昭

和 55年１月から同年３月までの期間については、国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。 

 

 

 



 

東京国民年金 事案 3167 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55年４月から 57年３月までの期間、昭和

58 年１月から同年３月までの期間、昭和 59 年１月から 62 年３月までの期間

及び昭和 63年 11月から平成元年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から 62年３月まで 

             ② 昭和 63年 11月から平成元年３月まで 

    私は、結婚してから国民年金に加入し、夫婦二人分の保険料を一緒に納

付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、昭和 55年４月から 57年３月までの期間、昭和 58年１

月から同年３月までの期間及び昭和 59 年１月から 62 年３月までの期間につ

いては、申立人が自身の国民年金保険料と一緒に納めていたとする申立人の

夫の当該期間の保険料は納付済みであること、申立期間②についても、夫の

当該期間の保険料は納付済みである上、当該期間は５か月と短期間でその前

後の期間の保険料は納付済みであることなど、これらの期間の保険料が未納

となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 57 年４月から同年 12 月までの期

間及び昭和 58 年４月から同年 12 月までの期間については、申立人が当該期

間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が

無く、申立人の夫も、当該期間の保険料は未納であるなど、申立人の当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、昭

和 55年４月から 57年３月までの期間、昭和 58年１月から同年３月までの期

間、昭和 59 年１月から 62 年３月までの期間及び昭和 63 年 11 月から平成元

年３月までの期間については、国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 

 



 

東京国民年金 事案 3174 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54年８月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月から 55年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、私の母が納付していたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間は８か月と短期間である上、申立人の保険料を納付していたとする申立人

の母親は、申立期間の自身の保険料を納付済みであり、納付書により保険料

を納付したとする方法は、申立人が申立期間当時に居住していた市が実施し

ていた納付方法と合致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3175 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間、39

年４月から 40年３月までの期間及び 54年 10月から 55年３月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

② 昭和 39年４月から 40年３月まで 

③ 昭和 41年４月から 48年３月まで 

④ 昭和 49年１月から 51年３月まで 

⑤ 昭和 54年４月から 55年３月まで 

    私たち夫婦は、一緒に国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②、及び申立期間⑤のうち昭和54年10月から55年３月までの

期間については、申立人夫婦は、国民年金保険料の納付年月日が確認できる

期間の保険料を同一日に納付しており、基本的に夫婦一緒に保険料を納付し

ていたものと認められ、申立人の夫は、当該期間の自身の国民年金保険料が

納付済みとなっている。また、申立人夫婦は、申立期間①について保険料を

区の集金人にさかのぼって納付したと説明しており、申立人の国民年金手帳

の記号番号が払い出された38年４月時点では、当該期間は、保険料をさかの

ぼって納付することが可能な期間であり、当時、区の集金人は過年度保険料

を収納できたことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間③、④、及び申立期間⑤のうち54年４月から同年

９月までの期間については、申立人夫婦が申立人の当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立

人夫婦は保険料の納付金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、一緒

に保険料を納付していたとする夫も当該期間の自身の保険料が未納となって

いるなど、申立人夫婦が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ



 

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和36年４月から37年３月までの期間、39年４月から40年３月までの期間及

び54年10月から55年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3176 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から同年６月まで          

② 昭和 37年９月から 39年 10月まで 

    申立期間①の国民年金保険料は私が、申立期間②の保険料は私の妹が納付

した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が国民年金保険料を納付したとする方法及

び場所は、申立人が申立期間当時居住していた町で実施されていた納付方法

及び納付場所と合致している上、当該期間は３か月と短期間であり、申立内

容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の妹が申立人の当該期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

また、申立人の保険料を納付したとする妹は納付時期、納付場所、納付金額、

納付方法等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和36年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

である上、妹は当該期間のうち、

20歳になった昭和38年７月から39年10月まで国民年金に未加入となっている

など、申立人の妹が申立人の当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 



 

東京国民年金 事案 3181 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50年４月から 51年 12月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年９月から 43年 10月まで 

             ② 昭和 44年９月から 51年 12月まで 

 私は、昭和49年９月ごろにそれまでの未納期間分の国民年金保険料すべて

を一括納付した記憶があるので、申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②のうち、昭和 50 年４月から 51 年 12 月までの期間については、

申立人は、国民年金の加入手続をした際に、それまでの未納期間の国民年金保

険料をさかのぼって一括納付したと説明しており、申立人の国民年金手帳の記

号番号が昭和 52年６月に払い出されていることから、当該払出時点で、さか

のぼって当該期間の保険料を過年度納付することが可能であったなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①及び申立期間②のうち 44年９月から 50年３月ま

での期間については、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は昭和 49 年９月ごろに国民

年金の加入手続と一括納付をしたとしていたが、後に加入手続をしたのはその

１､２年後だったかもしれないと説明しており、加入手続の時期に関する記憶

が曖昧
あいまい

また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 52 年６月時点では、申立

期間①及び申立期間②のうち44年９月から50年３月までの期間は時効により

保険料を納付できない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、当該期間の保険料を一括納付したことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

 



 

和 50 年４月から 51 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 

 



 

東京国民年金 事案 3188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年６月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 38年６月から 47年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を家族の分と一緒に両親が納付してい

たことを記憶している。両親と姉の申立期間の保険料が納付済みとなって

いるのに、私の分だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立人、

父母及び実姉の保険料を納付していたとする申立人の父親は、自身の保険料

をすべて納付している上、母親及び実姉も、申立期間の保険料がそれぞれ納

付済みとなっているなど、申立人の当該期間の保険料のみが未納となってい

ることは不自然である。 

また、申立人の父親が集金人に保険料を納付していたとする方法は、当時

申立人が居住していた区の納付方法と合致している上、納付したとする金額

は、当時の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3189 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56年４月から同年８月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から同年８月まで 

    私は、病気のため、昭和 56年４月に会社を辞めて病院に入院した際、妻

が、私の国民健康保険と国民年金の加入手続を行った。申立期間の国民年

金保険料は、妻が、夫婦二人分を金融機関で納付していたはずであり、妻

の申立期間の保険料が納付済みになっている。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立期

間前後の厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切に行っている。 

また、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする申

立人の妻は、申立期間の保険料が納付済みとなっており、国民年金の加入手続

の時期、保険料を納付した場所、方法等に関する申立人の妻の説明は具体的で

ある上、申立人の妻が納付したとする金額は、申立期間の保険料額とおおむね

一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3190 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成 10年４月から 11年３月までの期間につ

いては、国民年金保険料を免除されていたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年 10月から５年３月まで 

             ② 平成７年４月から９年３月まで 

             ③ 平成 10年４月から 11年３月まで 

    私は、昭和 61年９月以降、自営業を営み、国民年金に加入して国民年金

保険料を納付してきた。その後、業績不振に陥ったため、平成２年 10月以

降の保険料を免除してもらったはずである。 

    途中、保険料を納付したこともあったが、申立期間については最寄りの

社会保険事務所で免除申請を行ってきた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、当該期間前後の保険料は免除となっており、自己

破産申立て手続を開始した平成７年以降、破産管財人である弁護士から国民年

金保険料の免除申請の勧奨を受けたとする申立人の記憶は鮮明であり、当該期

間及びその前後を通じて申立人の生活状況に変化は無く、当該期間について申

立人の収入状況が改善されていた事情も見当たらない上、申立人は当時の免除

申請の手続方法などを具体的に記憶しているなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、当該期間の保険料を免除され

ていたことを示す関連資料が無い上、申立人は免除申請手続を行ったとする時

期や方法に関する記憶が曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 10年４月から 11年３月までの期間については、国民年金保険料を免除さ

れていたものと認められる。 

であるなど、当該期間の保険料が免除されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



 

東京国民年金 事案 3191 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年２月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 12月から 52 年３月まで 

② 昭和 52年 12月から 53年３月まで 

             ③ 昭和 53年 12月から 54年３月まで 

             ④ 昭和 63年２月から同年６月まで 

    私は、老後のことが心配なので、退職した会社の事務の女性に国民年金

の加入手続をしてもらい、それ以後は、出稼ぎで家を留守にしている間も、

元妻が必ず家に届いた納付書で、国民年金保険料を納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、申立人は、国民年金手帳の記号番号が払い出された

昭和 54 年度以降、当該期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、当

該期間は５か月と短期間である上、申立人は、出稼ぎのため上京して家を留守

にしていた期間について、当該期間を除き、その前後の期間はすべて納付済み

となっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、②及び③については、申立人の元妻が当該期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

保険料を納付したとする元妻は、当該期間の申立人の保険料を納付した記憶が

ないとしているなど、申立人の元妻が当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 54 年７月時点

では、当該期間の一部は時効により保険料を納付できない期間である上、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 63 年２月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



 

東京国民年金 事案 3196                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから､納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月から昭和 40 年３月まで              

    私は、20 歳になるころに、住み込みで働いていた店の店主に国民年金の

加入を勧められた。その後、加入手続を自分で行ったか、店主が行ってく

れたかはよく覚えていないが、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を納めてきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの期間については、申

立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 39 年 10 月時点では、当該期

間の国民年金保険料を現年度納付することが可能である上、申立人は、当該

期間後の保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 37年 12月から 39年３月までの期間

については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く､申立人は、当該期間の保険料額、納付方法、

納付場所及び店主が申立人の保険料を納付していたこと等に関する記憶が

曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

 



 

東京国民年金 事案 3197 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から平成５年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から平成５年３月まで 

    私は、定年後の収入を考え、会社を辞めて独立した時に自分で国民年金

に加入したと記憶している。国民年金保険料の納付は妻任せであったため、

納付方法等の記憶はあまりないが、確定申告書も一部残っており、申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和 59年、60年、63 年及び平成４年分の確定申告書

（控）には、国民年金保険料の納付額が記載され、その金額は当時の保険料額

と一致している上、確定申告書（控）が存在しない期間についても、申立期間

を通じて申立人の仕事や住所に変更はなく、申立人の生活状況に大きな変化は

認められない。また、申立人は、申立期間前後の保険料を納付済みであり、申

立人夫婦の保険料を納付していたとする申立人の妻は、申立期間の自身の保険

料をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3213 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年４月から 56年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から 56年３月まで 

私は、申立期間の私たち夫婦二人の国民年金保険料の免除を申請した。夫

は申請免除となっているにもかかわらず、私だけ、申立期間の保険料が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

区から国民年金保険料の免除制度を知らせるはがきを受け、免除申請を行

ったが、免除申請の受付済証は交付されなかったとする申立人の説明は、区

の保険料免除に関する取扱いと合致する上、免除申請をしたとする区の出張

所は、申請免除の手続を取り扱っていた。また、一緒に手続をしたとする夫

は申立期間の保険料が免除されているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3214 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年 12 月から 53 年１月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から同年９月まで 

             ② 昭和 44年 11月から 46年３月まで 

             ③ 昭和 50年 12月から 53年１月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、母が納付していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

     申立期間③については、申立人は、当該期間の直前は外国に居住しており、

帰国後、住民登録の届出は昭和50年12月に行われていること、保険料を納付し

たとする母親も付加保険料を含めて納付済みとなっていることから、国民年金

の再加入手続も行い、当該期間の保険料を納付したと考えるのが自然である。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人の母親が当該期間の国

民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が

無く、また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておら

ず、保険料を納付していたとされる母親から当時の納付状況等を聴取すること

が困難であるため、当時の状況が不明確であり、保存されていた還付整理簿か

ら、昭和47年１月に、厚生年金保険加入期間と重複納付された昭和46年12月の

保険料の一部が申立期間①と②の間の納付期間に充当されていることが確認

できるなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払

い出された昭和46年６月時点では、申立期間①の一部は時効により保険料を納

付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和50年12月から53年１月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



 

東京国民年金 事案 3215 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年２月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 23年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月から 54年３月まで                            

    私は、離婚後に、未納となっていた長期間の国民年金保険料を分割で納

付したことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、申立期間後の昭和 54 年４月から 60 歳になった平成 20 年 11 月

までの国民年金保険料をすべて納付している。また、申立人が申立期間の保

険料をさかのぼって納付したとする時期は、第３回特例納付が実施されてい

た期間であり、申立人が納付したとする保険料の金額は、申立期間の保険料

を第３回特例納付及び過年度納付により納付した場合の保険料額とおおむね

一致している。さらに、申立人は、区役所で申立期間の保険料の特例納付に

ついて相談し分割納付の方法を助言されたこと、自身の給与では一括納付で

きないため分割納付を選択したこと及び納付場所は自宅近くの金融機関であ

ることを記憶しており、当該金融機関は、42 年４月から申立人が説明する場

所に開設されているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 43 年６月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月から 43年６月まで 

           ② 昭和 43年７月から 47年 11月まで 

               ③ 昭和 47年 12月から 49年７月まで 

私は、国民年金保険料を、申立期間①については、区の集金人に納付し、

申立期間②については、区の集金人及び納付書により納付し、申立期間③

については、納付書により郵便局で納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間①については、申立人は、区の集金人に国民年金保険料を納付し

たと説明しており、当該納付方法は、当時居住していた区の保険料の納付方

法と一致しており、また、当該期間直前の期間の保険料は納付済みであるこ

とから、当該期間についても区の集金人による訪問徴収が継続されていたと

考えられるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②及び③については、申立人が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は、昭和 43年７月に転居する前の区において不在扱いとされていることが

確認でき、その後の転居先の区及び市で国民年金に関する手続を行ったこと

及び納入通知書を受け取ったことの記憶がない。また、申立期間③について

は、申立人は郵便局で保険料を納付したとしているが、当時、当該市では郵

便局で現年度の保険料を納付することができなかったなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年４月から 43 年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、昭和 58 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から同年３月まで 

  私は、昭和50年以降の国民年金保険料はすべて金融機関で納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 50年７月以降の国民年金保険料を、申立期間を除きすべて

納付しており、申立期間は３か月と短期間である。また、申立人は、当該期

間前後の期間の保険料を現年度納付により納付し、おおむね納付期限前に保

険料を納付していることが確認できる上、申立期間及びその前後の期間を通

じて申立人の生活状況に大きな変化は見られないなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3223 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54年４月から同年９月までの期間及び 59

年４月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、免除されてい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 57年４月から同年９月まで 

                          ③ 昭和 59年４月から 61年３月まで 

    私は、免除申請を市役所で行い、申立期間の国民年金保険料を免除され

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、当該期間直後の昭和 54 年 10 月から 57

年３月までの国民年金保険料を免除されている上、申立人が居住していた市で

は、通常、毎年７月に免除申請を受け付け、当該年度当初からの保険料を免除

しており、申立人は、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 54年

７月に免除申請したと考えられ、また、申立期間③については、申立人が所持

する昭和 59年の確定申告書に記載された申立人の所得は、当該期間の保険料

の免除基準を満たしているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を免除さ

れていたことを示す関連資料が無く、当該期間が含まれる昭和 57 年度は、57

年 10月から 58年３月までの保険料が納付済みとなっているなど、当該期間の

保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54年４月から同年９月までの期間及び 59年４月から 61年３月までの期

間の国民年金保険料については免除されていたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3224 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年４月から 52年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年８月から 52年３月まで 

私は、昭和 45年に婚姻後、しばらくしてから市役所で国民年金に加入し、

１年分の国民年金保険料を納付した。その後、私の夫は、私の保険料を夫の

分と一緒に納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立人が婚姻した昭和 45 年４月から 52 年３月までの期

間については、申立人は、当該期間後、国民年金保険料を納付している上、

申立人の保険料を納付していたとする申立人の夫は、当該期間を含め、36 年

４月から 60歳までの保険料をすべて納付しており、また、申立人の夫が市役

所に国民年金手帳を持参し、保険料を納付して検認を受けていたとする方法

は、申立人が居住していた市で 48年３月まで実施されていた納付方法と合致

するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 42 年８月から 45 年３月までの期間

については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人が納付したとする

保険料の納付時期、保険料額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

であるなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

 



 

東京国民年金 事案 3225 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和37年３月及び同年７月から50年３月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年３月 

             ② 昭和 37年７月から 50年３月まで 

私は、昭和 46 年に、さかのぼって未納期間の国民年金保険料を特例納付

した。その後は、私の妻が夫婦二人分の保険料を納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳までの国民年金保険料をすべて納付して

おり、申立人の保険料を納付したとする申立人の妻は保険料を完納している。 

また、申立人が保険料を特例納付したとする昭和 46年は、第１回特例納付

の実施時期である上、申立人が納付したとする金融機関の店舗は、申立期間

当時には開設されており、第１回特例納付の保険料の収納を取り扱っていた

ことが確認され、さらに、申立人の妻が夫婦二人分の保険料を徴収員に納付

したとする方法は、当時、申立人が居住していた区の収納方法と合致するな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56年７月から 57年１月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年８月から 49年３月まで 

             ② 昭和 56年７月から 57年１月まで 

             ③ 昭和 58年 11月から 59年３月まで 

             ④ 昭和 60年４月から 61年３月まで 

    私の母は、私が 20歳になった時に私の国民年金の加入手続を行い、昭和

48 年１月に結婚するまで、私の国民年金保険料を納付した。結婚後は、私

が保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人が自身の国民年金保険料と一緒に納付してい

たとする申立人の元夫は、当該期間の保険料が納付済みとなっている上、当該
期間は７か月と短期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、③及び④については、申立人の母親及び申立人
が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、また、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間①のうち、婚
姻前の昭和47年８月から同年12月までの保険料の納付に直接関与しておらず、

保険料を納付していたとされる母親から当時の納付状況等を聴取することが
困難であるため、当時の状況が不明確であり、申立人が自身の保険料と一緒に

納付したとする元夫は、申立期間①のうち、婚姻中の 48年１月から 49年３月
の保険料が未納となっている。さらに、申立人は、申立期間③の当初に厚生年

金保険から国民年金への切替手続を行った記憶が無いと説明しており、申立人
の夫は、申立期間④のうち、婚姻中の 60 年 10 月から 61 年３月までの保険料

が未納となっているなど、申立人の母親及び申立人が当該期間の保険料を納付
していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭
和56年７月から57年１月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

東京国民年金 事案 3227 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月から同年９月まで 

私は、区役所で夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後 60 歳になるまで、国民年金保険料をすべて納付して

おり、申立期間は３か月と短期間である上、申立人と国民年金手帳の記号番号

が連番で払い出され、申立人が自身の保険料と一緒に納付したとする申立人の

夫は、申立期間の夫自身の保険料をすべて納付しており、申立人が保険料を納

付したとする金融機関は、申立期間当時開設されていたことが確認できるなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



 

東京国民年金 事案 3228                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月から 43年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続を行い、区の集金人に国民年金保険料を納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をおおむね納付している上、申

立期間は 11 か月と短期間である。また、申立人は申立期間の保険料を区の集

金人に納付したと説明しており、申立期間当時、申立人が居住していた区の保

険料の納付方法と合致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

    その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3230                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52年４月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女                       

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 55年３月まで 

私は、昭和 55年の５月、６月ごろに国民年金の加入手続を行い、その後、

３年間の未納分の国民年金保険料が記載された納付書が届いたため、十数万

円の貯金から、申立期間の保険料を一括納付したはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする昭和 55 年５月、６月

ごろは、第３回特例納付が実施されており、納付したとする金額は、申立期間

当時の保険料額とおおむね一致する上、申立人は、国民年金の加入期間につい

て、申立期間を除き保険料をすべて納付している。また、申立人は、第３回特

例納付の際に申立期間の保険料について、過年度納付と特例納付により納付し

たと説明し、その当時、申立人が居住する区は、国民年金の加入手続後、特例

納付分及び過年度分の納付書を郵送していたと説明しており、申立内容に不自

然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3231                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月 

私の養母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を納付してくれていたはずである。私の申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入期間について、申立期間を除き国民年金保険料を

すべて納付している上、厚生年金保険から国民年金への３回の切替手続をいず

れも適切に行っている。 

また、申立期間は１か月と短期間であり、保険料を納付していたとされる申

立人の養母は申立期間の自身の保険料が納付済みとなっている上、申立人の国

民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 44年 12月時点では、申立期間の保

険料を現年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自然さはなく、申

立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見ら

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3232                    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44年３月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月から 49年３月まで 

私の夫は、昭和 50 年５月の結婚後、私の国民年金の加入手続を行い、区

役所で未納分の国民年金保険料を一括納付すれば全額納付になると言われ、

同年９月ごろ、保険料を金融機関で一括納付したはずである。私の申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が、申立人の申立期間の国民年金保険料を一括納付したとされる

昭和 50 年９月ごろは、第２回特例納付が実施されており、納付したとされる

金額は、申立期間当時の保険料額とおおむね一致するなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

また、申立人は、国民年金の加入期間について、申立期間を除き保険料をす

べて納付しており、納付したとされる申立人の夫は、申立期間の自身の保険料

が納付済みとなっているなど、申立期間の保険料が未納となっていることは不

自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年７月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 12月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 48年 ７月から 同年９月まで 

    私は、申立期間当時に両親と理容店を営んでおり、母親が私の国民年金

保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間前後の期間の国民年金保険料は納付済みで

あり、当該期間は３か月と短期間である上、当該期間前後の期間の保険料は母

親と同一日に納付されていることが確認でき、母親の当該期間の自身の保険料

は、国民年金被保険者名簿では申立人と同様に未納となっているが、オンライ

ン記録では納付済みとなっているなど、申立人の当該期間の保険料が未納とな

っていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付してい

たとされる母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明確であるなど、母親が当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が

払い出された昭和 48 年５月時点では、当該期間の大部分は時効により保険料

を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和48年７月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3239 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年２月及び同年３月 

             ② 昭和 40年１月から同年３月まで 

    申立期間当時に住み込みで働いていた職場の事業主は、私が 20歳になっ

たころに区役所の支所で私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号払出日から、当該

期間の国民年金保険料を過年度納付することが可能であり、申立人が当該期間

当時に同居していた妻及び義兄は、当該期間の自身の保険料が納付済みである

上、事業主の娘である妻は、事業主が家族の分と一緒に申立人の保険料を納付

していたと証言しており、妻自身も事業主に依頼され、申立人の分を含め家族

の保険料を集金人に納付したことがあると説明しているなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、事業主が当該期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、当該期間当時に

事業主が一緒に保険料を納付していたとされる申立人の妻及び義兄も当該期

間の自身の保険料が未納となっているなど、事業主が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 38 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3240 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から同年 12月まで 

    私の父は、私が結婚するまでの国民年金保険料を納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間前後の国民年金保険料は納付済みで、申立期間は９か月と短期間で

ある上、申立期間直前の期間の保険料は、申立期間内である昭和 44年６月に

追納されていることが確認でき、この時点において、現年度分である申立期間

の保険料を納付しないことは不自然である。 

また、申立期間当時に同居していた申立人の兄及びその妻は、申立期間の自

身の保険料が納付済みとなっている上、これらの保険料は父親が納付していた

と証言しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3241 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 46 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 46年９月まで 

 私は、申立期間直後に海外へ転居したが、転居前の国民年金保険料はすべ

て納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年４月以降、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年

金保険料をすべて納付しており、申立期間後の厚生年金保険から国民年金への

切替手続を適切に行っている。  

また、申立人は、申立期間に頻繁に転居しているが、国民年金の住所変更手

続をいずれも適切に行っていることが申立人の所持する年金手帳で確認でき、

申立期間直後の昭和46年10月28日に、海外渡航のため国民年金の資格喪失手続

を行っている上、帰国直後にも国民年金の加入手続を行い、保険料を納付して

いるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3242 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年１月及び同年２月 

    私は、郵便局で国民年金保険料を納付書により納めていた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和48年３月に国民年金に任意加入して以降、国民年金加入期間

については、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、第３号被

保険者と第１号被保険者との切替手続も適切に行っている上、申立期間は２か

月と短期間である。 

また、申立期間及びその前後の期間を通じて、申立人及びその夫の職業や住

所に変更はなく、生活状況に大きな変化は見られないなど、申立人の申立期間

の保険料が未納となっていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3247     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 60 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年２月及び同年３月 

    夫は、会社を退職後に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付し続け

ていたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立

期間は２か月と短期間の１回のみである。また、申立期間の申立人の妻の保

険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さはなく、申立期間当時に納

付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて、総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



 

東京国民年金 事案 3248 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 12月から 49 年 12月まで 

             ② 昭和 50年４月及び同年５月 

 私は、昭和46年12月に会社を退職した後、国民年金に加入して定期的に国

民年金保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、２か月と短期間であり、当該申立期間直前の３か月

は国民年金保険料が納付済みである上、申立人の所持する国民年金手帳には昭

和 50年６月 14日に資格喪失したことが記載されており、市役所から当該期間

の納付書が送付されていたと考えられるなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、国民年金

の加入手続に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 50 年１月に任意加入し

たことにより払い出されており、任意加入の場合は、制度上さかのぼって保険

料を納付することはできず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

であるなど、当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 50 年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3249 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年 12 月から平成２年 11 月までの国民

年金保険料については、納付していたと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 12月から平成２年 11月まで 

    私の父は、私が 20歳になった時に、私の国民年金の加入手続をしてくれ、

父の銀行口座から家族三人分の国民年金保険料を納付してくれていた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 63年 12月から平成２年 11月までの期間については、

申立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付している上、63年 12月

ごろに申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出されており、申立人の父親は

63年 12月から、母親は同年９月から保険料を納付しているなど、父親が家族

三人分の保険料を納付していたとする申立内容に不自然さは見られない。 

  しかしながら、申立期間のうち、60年 12月から 63 年 11月までの期間につ

いては、申立人の父親が申立人の当該期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続や保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付していたとされる父

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確

であるなど、申立人の父親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された 63年 12月時点では、当該期間の一部は時効により納付できない期間

であり、当該期間に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 63 年 12 月から平成２年 11 月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3251 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年４月から 48 年３月までの期間及び

48 年 10 月から 50 年６月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 50年６月まで 

    私は、区報で特例納付があることを知り、昭和 50年６月ごろに区役所で

加入手続及び特例納付の申込みを行い、後日送付された納付書で未納とな

っていた期間の国民年金保険料をすべて納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 42年４月から 48年３月までの期間及び 48年 10月か

ら 50年６月までの期間については、申立人は、50年 7月以降国民年金保険料

をすべて納付しており、また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出され

た 50 年 12 月ごろは、第２回特例納付実施期間中である。さらに、申立人は、

特例納付を行った契機及び加入手続の状況等について具体的に説明している

上、申立人が納付したとする金額は、当該期間の保険料を特例納付及び過年度

納付した場合の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 48 年４月から同年９月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された

時点では当該期間は、第２回特例納付の納付対象期間ではなく、また、時効に

より保険料を過年度納付することもできない期間であることに加え、申立人は

申立期間後に保険料を一括して納付した記憶はないと説明しているなど、申立

人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 42 年４月から 48 年 3 月までの期間、及び 48 年 10 月から 50 年 6 月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる 

 



 

東京国民年金 事案 3252 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年５月から 48 年３月までの期間及び

48 年 10 月から 50 年６月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年５月から 50年６月まで 

    私は、区報で特例納付があることを知り、昭和 50年６月ごろに区役所で

加入手続及び特例納付の申込みを行い、後日送付された納付書で未納とな

っていた期間の国民年金保険料をすべて納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 41年５月から 48年３月までの期間及び 48年 10月か

ら 50年６月までの期間については、申立人は、50年７月以降国民年金保険料

をすべて納付しており、また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出され

た 50 年 12 月ごろは、第２回特例納付実施期間中である。さらに、申立人は、

特例納付を行った契機及び加入手続の状況等について具体的に説明している

上、申立人が納付したとする金額は、当該期間の保険料を特例納付及び過年度

納付した場合の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 48 年４月から同年９月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された

時点では当該期間は、第２回特例納付の納付対象期間ではなく、また、時効に

より保険料を過年度納付することもできない期間であることに加え、申立人は

申立期間後に保険料を一括して納付した記憶はないと説明しているなど、申立

人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 41 年５月から 48 年３月までの期間、及び 48 年 10 月から 50 年６月までの

期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる 

 



 

東京国民年金 事案 3253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年５月から 51 年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 41年８月から 45年４月まで 

             ②昭和 46年９月から 47年３月まで 

             ③昭和 50年５月から 51年 12月まで  

私は、昭和 47 年 10月に結婚するときに、両親から国民年金保険料を自分

で納めるように言われ、国民年金手帳を渡されたので、結婚前の申立期間①

及び②は両親が保険料を納めてくれたはずである。申立期間③は夫婦二人分

の保険料を私が納めてきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人は、当該期間後は 60歳に至るまでの国民年

金保険料をすべて納付している。また、申立人が一緒に保険料を納付したと

する申立人の夫の当該期間の保険料は納付済みである上、夫婦の保険料の納

付日が確認できる平成４年度以降の保険料は、夫婦同一日に納付されている

ことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人の両親が当該期間の

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付していたとされる両親から当時の納付状況等を聴取す

ることができないため、当時の状況が不明確であるなど、申立人の両親が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 50 年５月から 51 年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 



 

東京国民年金 事案 3254 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年２月及び同年３月 

    私は、学生時代に学生も 20歳から国民年金に加入しなければいけないこ

とを知り、加入手続と国民年金保険料の免除申請を行った。保険料は、収

入があるときに時効に注意ながら納付してきたので、申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学卒業後の平成６年度以降は、申立期間を除き国民年金保険料

をすべて納付しており、厚生年金保険から国民年金への切替手続も適切に行っ

ている上、申立期間は２か月と短期間である。 

   また、申立人が共済組合に加入したために国民年金の被保険者資格を喪失し

た後の平成 10 年５月に、申立人に係る納付書が作成された記録があり、申立

期間を含めた保険料未納期間の納付書が申立人に送付されたものと考えられ

る。 

さらに、納付済みとなっている期間の保険料は、おおむね時効となる直前に

過年度納付されていることが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3257 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年 10月から同年 12月までの期間、61年４月から同年９月

までの期間、62 年１月から同年５月までの期間、62 年７月及び同年８月並び

に 62 年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 10月から同年 12月まで 

             ② 昭和 61年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 62年１月から同年５月まで 

             ④ 昭和 62年７月及び８月 

             ⑤ 昭和 62年 11月及び 12月 

    私は、夫婦二人分の国民年金保険料を納付書で納付してきた。私は当時

の確定申告書を所持しており、社会保険料の控除額が記載されている。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された昭和 60年分、61年分、62年分の確定申告書（控）に

は、国民年金保険料と国民健康保険料を合わせた支払額が記載されており、そ

の金額は、当時の国民年金保険料額と国民健康保険料額を合わせた額とほぼ一

致している。 

 また、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の保険料をすべて納付し

ているなど、申立内容に不自然さは見られない。  

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3260 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年 10月から 48年５月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 10月から 48 年５月まで 

             ② 昭和 53年 12月から平成３年９月まで 

    私の申立期間①の国民年金保険料は、当時住み込みで勤務していた整骨

院の経営者の妻が納付し、申立期間②の保険料は、私の妻が納付していた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、申立期間当時に勤務していた事業所の経

営者の妻が、住み込みの従業員に係る国民年金保険料を納付していたと説明し

ており、また、当時、住み込みで勤務していた従業員は、自身で保険料を納付

した記憶はないと説明しているが、当該期間の保険料が納付済みとなっている

など、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の当該期間の保険料を納付し

ていたとする申立人の妻は、当該期間の保険料の納付状況に関する記憶が不明

確であり、申立人から提出された昭和 55 年から 57 年、62 年、63 年及び平成

元年から２年の確定申告書（控）の社会保険料控除欄に記載されている国民年

金保険料の額は、当該年の一人分の保険料額とほぼ同額で、これは当該期間に

納付されている妻の保険料に合致するなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45年 10月から 48年５月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



 

東京国民年金 事案 3261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年１月から同年３月までの期間及び 57

年４月から同年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月から同年７月まで 

             ② 昭和 47年９月から 48年３月まで 

             ③ 昭和 57年４月から同年７月まで 

    私は、会社を退職した後、自分で区役所出張所で国民年金の加入手続を

行い、郵便局で国民年金保険料を納付した。申立期間が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②のうち、昭和 48年１月から同年３月までの期間については、申

立人は、昭和 47 年 12 月に結婚しており、申立人の国民年金手帳の記号番号

が払い出された 50年１月時点で、当該期間直後の期間の保険料が過年度納付

されていることが確認できることから、当該納付時点で納付可能であった当

該期間の保険料も納付されていたものと考えられる。 

また、申立期間③については、申立人が自宅付近の出張所で納付していた

とする申立人の説明は具体的であり、申立人の当該期間の保険料が未納とさ

れているのは不自然である。 

しかしながら、申立期間①及び申立期間②のうちの昭和 47年９月から同年

12 月までの期間については、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）がなく、申立人は、厚生

年金適用事業所を退職した後の国民年金の加入手続及び保険料の納付方法等

に関する記憶が曖昧
あいまい

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年１月から同年３月までの期間及び 57 年４月から同年７月までの国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

である。また、申立人の手帳記号番号が払い出された昭

和 50年１月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できない期間であ

る上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 



 

東京国民年金 事案 3262 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年７月から 52 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 52年２月まで 

    私は、昭和 51年に会社を退職した後、区役所で国民年金に加入し、国民

年金保険料の納付について相談し、分割で納付した。申立期間の保険料が

未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の適用事業所を退職した後に、国民年金の加入手続を行い、

申立期間の保険料を納付書により納付したとする申立人の説明は具体的であ

り、厚生年金保険の適用事業所を退職した直後の昭和 51年９月に申立人の国

民年金の手帳記号番号が払い出されていること及び当時の保険料の納付方法

は納付書方式であったことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1521   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社。以下同じ。）Ｃ工場にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 21 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 510円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

                                 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年４月１日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、同社Ｃ工場に勤務した申立期間の記録が無いとの回答をも

らった。同一事業所内の人事異動なので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が申立期間に申立人が同社に継続して勤務した旨を証言する書面、申立

人が同社を退職後に入社した事業所が保管していた申立人の履歴書及び複数

の同僚の証言から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 21 年４

月１日に同社から同社Ｃ工場へ異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21年 10月の社会保険事務

所の記録から、510円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したかについては不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことから、

行ったとは認められない。 



 
 

東京厚生年金 事案 1526 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43 年２月１日に、資格喪失日に係る記録を 45 年１月 16 日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年２月及び同年３月は２万 8,000

円、同年４月から 44 年９月については４万 5,000 円、同年 10 月から 12 月に

ついては４万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月１日から 45年１月１6日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。同社

の同僚は、同社で厚生年金保険に加入しており、一緒に働いていた自分が加

入していないことは考えられないため、申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の複数の同僚の供述及び当時の業務内容に関する具体的な説明から、

申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同時期にＡ社に勤務し、同じ業務に従事していた同僚には、

社会保険事務所の記録において、全て厚生年金保険の被保険者としての記録が

確認できる。 

さらに、申立人及び同僚が供述した当時の同社の従業員数と社会保険事務所

の記録上の厚生年金保険被保険者数がおおむね一致するため、当時、同社にお

いては、ほぼ全ての従業員が厚生年金保険に加入していたと考えられる。 

加えて、当時のＡ社の役員は、同社では全ての従業員を厚生年金保険に加入

させており、申立人の厚生年金保険の記録が無いのであれば同社が申立人の厚

生年金保険の資格に係る届出を失念等したのではないかと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記同僚の標準報酬月額から昭



 
 

和 43年２月及び同年３月は２万 8,000円、同年４月から 44年９月については

４万 5,000円、同年 10月から同年 12月については４万 8,000円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間の被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る

社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、資格の取得及び喪失

のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤る

ことは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係

る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

43 年２月から 44 年 12 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1535                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 36 年 10 月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 20日から同年 11月２日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答があった。申立期

間も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員名簿及び雇用保険の記録により、申立人が同社に継続して勤務

し（昭和 36 年 10月 20 日に同社Ｂ出張所から同社本社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36年 11月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1537                

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間のうち、昭和 27年４月 1日から同年 7月 31日までの厚

生年金保険被保険者記録については、申立人の記録として未統合のＡ社におけ

る同姓同名で生年月日の異なる被保険者記録が社会保険事務所に存在するこ

とが判明したので、当該記録を申立人の厚生年金保険被保険者記録として訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 26年春ごろから昭和 27 年６月ごろまで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。申立

期間にＡ社に勤務したのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同

社において、申立人の生年月日と相違する同姓同名の被保険者記録が確認で

き、当該被保険者の資格取得年月日は昭和 27 年４月 1日、資格喪失年月日は

同年 7月 31日となっており、申立期間と重複するとともに、この記録は、基

礎年金番号に統合されていない。 

そして、申立人の同僚は、申立期間当時、申立人と同姓同名の従業員は他

にいなかったと供述しており、申立人と同姓同名の厚生年金保険者記録は、

申立人の未統合の厚生年金被保険者記録であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の同姓同名の

被保険者名簿から、8,000円であると認められる。 

また、申立期間のうち昭和 27年 4月 1日以前の期間については、申立人は、

Ａ社の入社時期は昭和 26年の春頃ではなかったかと思うが、明確な記憶が無

いとしているところ、同社は、当時の従業員に関する資料を保存していない

ことなどから、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等については不

明としている。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間当時に厚

生年金保険の加入記録がある複数の従業員に照会したものの、申立人を記憶

している者はいなかった。 



 
 

さらに、上記被保険者名簿において、昭和 27 年４月 1日に資格を取得して

いることが確認できる同僚は、自身は 25年頃に入社したが、入社後相当期間

が経過してから厚生年金に加入し、厚生年金保険に加入するまでは厚生年金

保険料の控除はなかったとしている。このため、同社では、入社後相当期間

が経過した後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

 加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料や周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 27 年４月１日から同年 7 月 31 日以外の期間について

は、申立人が厚生年金保険の被保険者として、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたとは認められない。 

 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1542 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年９月 1日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年８月 31日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務した期間のうち、申立期間の記録が無いとの回答をもらった。雇用保険の

離職年月日は昭和 55年８月 31日となっているので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業主の証言等から判断すると、申立人は、Ａ社に昭

和 55年８月 31日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年７月の社会保険事務

所の記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が資格喪失日を昭和 55 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事

務所がこれを同年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業

主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る同年８月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1545 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年３月１日から 17 年７月 25 日までの期

間に係る標準報酬月額の記録については、平成 15年３月から 16年９月までの

期間については 22 万円、16 年 10 月から 17 年６月までの期間については 24

万円に訂正する必要がある。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 17 年４

月 24日について３万 9,000円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、平成 15年３月から 17年６月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）及び 17年４月の上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 15年３月１日から 17年８月１日まで 

申立期間にＡ事務所に勤務していた。しかし、この間の標準報酬月額が社

会保険事務所の記録では 20万円となっているが、当時の報酬月額は 24万円

であった。同じく、標準賞与額は、社会保険事務所の記録では、平成 15 年

４月期、16年４月期、17年４月期及び 17年７月期に係るものの記録が無い

が、同時期には、それぞれ、２万円、５万円、６万円及び 16 万円の賞与が

支給されていた。そこで、社会保険庁の記録を、実際の報酬月額及び賞与支

給額に合うように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額又は標準賞与額を改訂又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額又は賞与支給額のそれぞれに基づく標準報酬月額

又は標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額又は標準賞与



 
 

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認で

きる保険料控除額及び報酬月額から判断すると、平成 15年３月から 16年９月

までの期間については 22万円とし、16年 10 月から 17年６月までの期間につ

いては 24 万円とすることが妥当である。なお、申立てに係る事業所において

は厚生年金保険料を当月分給与から控除しているところ、平成 17 年７月分給

与からは厚生年金保険料を控除していないことから、申立期間のうち平成 17

年７月分の標準報酬月額については記録の訂正は不要である。 

次に、申立人の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険

料控除額及び賞与支給額から判断すると、平成 17年４月 24日については３万

9,000 円とすることが妥当である。なお、平成 15 年４月期、16 年４月期及び

17 年７月期の賞与からは厚生年金保険料を控除していないことから、当該月

に係る標準賞与額について記録の訂正は不要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、①標

準報酬月額については、給与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額

が、申立期間のうち、平成 15年３月から 17 年６月までの期間にわたり一致し

ていないこと、②標準賞与額については、平成 17 年４月期の賞与明細書にお

いて賞与支給額及び保険料控除額が確認できるところ、当該月に係る標準賞与

額の社会保険事務所の記録が無いことから、事業主は、給与明細書で確認でき

る報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額、並びに賞与明細書で確認でき

る賞与支給額又は保険料控除額に見合う賞与支給額を届け出ておらず、その結

果、社会保険事務所は、当該報酬月額並びに賞与支給額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1546 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 14 年３月４日から 17 年６月 11 日までの期

間に係る標準報酬月額の記録については、32 万円に、同年６月分については

34 万円に、同年７月分から 16 年９月分までの期間については 36 万円に、同

年 10 月分から 17 年４月分までの期間については 34 万円に、同年５月分につ

いては 36万円に、訂正する必要がある。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 17 年４

月 24日について６万 6,000円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、平成 14年３月から 17年５月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）及び 17年４月の上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 14年３月４日から 17年６月 11日まで 

申立期間にＡ事務所に勤務していた。しかし、この間の標準報酬月額が社

会保険事務所の記録では 22万円となっているが、当時の報酬月額は 36万円

であった。同じく、標準賞与額は、社会保険事務所の記録では、平成 15 年

４月期、16年４月期及び 17年４月期に係るものの記録が無いが、同時期に

は、いずれも 10 万円の賞与が支給されていた。そこで、社会保険庁の記録

を、実際の報酬月額及び賞与支給額に合うように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額又は標準賞与額を改訂又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額又は賞与支給額のそれぞれに基づく標準報酬月額

又は標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額又は標準賞与



 
 

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認で

きる保険料控除額及び報酬月額から判断すると、平成 14 年３月から同年５月

までの期間については 32 万円に、14 年６月分及び 16 年 10 月から 17 年４月

までの期間については 34 万円に、また、14 年７月から 16 年９月までの期間

及び 17年５月分については 36万円とすることが妥当である。 

次に、申立人の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険

料控除額及び賞与支給額から判断すると、平成 17年４月 24日については６万

6,000円とすることが妥当である。なお、平成 15年４月期及び 16年４月期の

賞与からは厚生年金保険料を控除していないことから、当該月に係る標準賞与

額について記録の訂正は不要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、①標

準報酬月額については、給与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額

が、申立期間の全期間にわたり一致していないこと、②標準賞与額については、

平成 17 年４月期の賞与明細書において賞与支給額及び保険料控除額が確認で

きるところ、当該月に係る標準賞与額の社会保険事務所の記録が無いことから、

事業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月

額、並びに賞与明細書で確認できる賞与支給額又は保険料控除額に見合う賞与

支給額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額並びに

賞与支給額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1547 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在、業務はＢ事務所に引き継がれている。）における資格

取得日は昭和 24 年４月１日、資格喪失日は同年 10 月 15 日と認められること

から、当該期間に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、標準報酬月額については、昭和 24 年４月及び同年５月は 8,100 円、

24年５月から同年９月までは 8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年３月 10日から 24 年 10月 17日まで 

    申立期間にＡ社に勤務していたが、同期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。当該期間について、被保険者期間であることを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が管理する厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申立人

と生年月日が２年相違する同姓同名の被保険者の記録が確認でき、当該被保険

者の資格取得日は昭和 24年４月１日、資格喪失日は 24年 10月 15日と記載さ

れているところ、当該記録は未統合の記録となっている。 

一方、Ａ社の業務を引き継いでいるＢ事務所が保有する厚生年金保険に係る

資格確認票には、申立人と生年月日が２年相違する同姓同名の記録があり、資

格喪失年月日の記載は無いものの、資格取得年月日は昭和 24 年４月１日と記

載されている。これらを基に、現在、駐留軍従業員の労務管理を行っているＣ

機構Ｄ支部では、平成 20 年４月以降、Ｂ防衛事務所に係る被保険者で、生年

月日の年が相違している数名の被保険者の記録が発見されている状況もあり、

上記の未統合の記録は、申立人の厚生年金保険被保険者記録である可能性があ

ると説明している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が、昭和 24 年４月１日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届出及び同年10月15日に被保険

者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行っていたことが認められる。 

なお、同期間における標準報酬月額については、上記申立人と同姓同名の厚



 
 

生年金保険被保険者の記録から、昭和 24 年４月１日から同年５月１日までは

8,100円、24年５月１日から同年 10月 15日までは 8,000円とすることが妥当

である。 

一方、申立期間のうち、昭和 24年４月１日より前の期間については、「進駐

軍労務者に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用に関する件」（昭和 23

年 12月１日保発第 92号、厚生省保険局長から各都道府県知事あて通知）等に

より、駐留軍従業員に対して社会保険制度が適用となったのは昭和 24 年４月

１日からであることから、同日より前の期間については、厚生年金保険の被保

険者期間であると認めることはできない。 

 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1556    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、申立人の主張する標準報酬月額

であったと認められることから、申立人の申立期間①の標準報酬月額に係る記

録を 53万円に訂正することが必要である。 

申立人の申立期間②に係る事業所における資格喪失日は、平成５年４月１日

であると認められることから、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格の

喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、53 万円とすることが妥当で

ある。 

申立人の申立期間③に係る事業所における資格喪失日は、平成６年３月 31

日であると認められることから、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間③の標準報酬月額については、53 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月１日から５年２月 26日まで 

             ② 平成５年２月 26日から同年４月１日まで 

             ③ 平成６年１月 31日から同年３月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間①の標準報酬月額が、当時支給されていた報酬に比べて、低額に記録さ

れていた。申立期間①の一部の期間ではあるが、当時の給与明細を提出する

ので、訂正をお願いしたい。 

また、申立期間②及び③については、厚生年金保険の加入記録が無い旨の

回答をもらった。両期間については、Ａ社に継続して勤務していたので、申

立期間②及び③について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出のあった給与明細により、申立人は、

申立期間①において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控

除されていたことが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録において、申立人のＡ社における申立

期間①の標準報酬月額は、当初、当時の厚生年金保険の上限額である 53 万円



 
 

と記録されていたところ、同社が一度厚生年金保険の適用事業所でなくなった

日以降の５年５月７日に、申立人の当該期間の標準報酬月額を遡及して 15 万

円に引き下げている。社会保険事務所において、このような遡及により記録を

訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、事業主が当初に届け出た標準

報酬月額の 53万円に訂正することが必要である。 

申立期間②については、申立人から提出のあった給与明細及び雇用保険の加

入記録により、申立人が、申立期間②の当時、継続して同社に勤務していたこ

とが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、同社は、平成５年２月 28 日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなり、同年４月１日に再度、厚生年金保険の適用事

業所となっていることが確認できる。このように、同社は一度適用事業所でな

くなり、その後すぐに再度適用事業所となっているが、当該記録を見ると、事

業所の所在地、事業主が同一で、従業員もほぼ同じであり、また、登記簿を確

認しても解散した形跡も無い。以上のことから、同社は、申立期間②の当時、

適用事業所としての要件を満たしているものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年２月 26 日に資格

を喪失した旨及び同社が適用事業所でなくなったとする旨の処理を行う合理

的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の資格喪失日は、５年４月１日であると認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、上記平成５年１月の記録から

53万円とすることが必要である。 

申立期間③については、上記雇用保険の加入記録により、申立人が、申立期

間③の当時、同社に継続して勤務していたことが認められる。 

しかし、申立人の同社における申立期間③の資格喪失日は、当初、平成６年

３月 31日と記録されていたところ、同年１月 31日に同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった旨の処理が行われ、当該適用事業所でなくなった日に合

わせて、申立人の資格喪失日が遡及して同日に訂正されていることが確認でき

る。上記登記簿謄本により、法人格を有していることが確認できることから、

同社は同日において適用事業所としての要件を満たしており、社会保険事務所

において、このような遡及により記録を訂正するという処理を行う合理的な理

由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年１月 31 日に資格

を喪失したとする処理に係る記録は、有効なものとは認められないことから、

申立人の資格喪失日は、訂正前の同年３月 31日であると認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、上記訂正前の申立人の記録か

ら 53万円とすることが必要である。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1563 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年３月 24日から 40年７月 21日まで 

             ② 昭和 40年７月 21日から 42年１月 21日まで 

             ③ 昭和 42年７月５日から 42年９月１日まで 

60 歳になって社会保険事務所で年金受給の手続きをしたとき、申立期間

について脱退手当金を受給したことになっていることを初めて知った。 

しかしながら、結婚前ならいざ知らず、結婚後は夫の給料も比較的良く生

活には困らなかったので、脱退手当金の請求を行う必要も無いし、受け取っ

た記憶も無いので、年金として受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、最終事業所での厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約 11 か月後の昭和 43 年８月５日に支給されたこととなっている。また、

申立期間における最終事業所での申立人の厚生年金保険被保険者期間が脱退

手当金の請求要件である 24 か月に満たない２か月であることに加え、最終事

業所における脱退手当金の受給資格者のうち、脱退手当金の支給記録が確認で

きたのは、申立人を含め 19 名中２名に過ぎず、事業主が申立人の委任を受け

て代理請求したとは考え難い。 

また、申立期間②に係る事業所の期間において、申立人は脱退手当金の受給

資格を有しているため、当時申立人が結婚を間近に控えていたことを勘案する

と、脱退手当金を受給する意思があれば、申立期間②に係る事業所を退職する

際に請求すると考えるのが自然であり、脱退手当金を受給する機会があったに

もかかわらず請求しなかった申立人が、生活が安定して受給する必要が乏しい

と考えられる申立期間③に係る事業所退職後の 11か月後の時期に請求を行っ

たとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1564 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月 26日から 39 年３月５日まで 

平成 19 年７月に社会保険事務所において厚生年金保険の加入記録を確認

したとき、申立期間については、脱退手当金を受給していると言われた。 

しかしながら、脱退手当金の請求を行ったことも無いし、受け取った記憶

も無いので、年金として受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２年１か月後の昭和 41 年 10月 12 日に支給されたこととなっており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は「脱退手当金が支給されたとするころは、経済的に相当の余

裕があり、一戸建ての住宅に居住し、喫茶店を経営しており、生活に困窮する

というようなことは一切なかった」旨の供述をしており、当該供述は、原戸籍

の附票や当時の関係者の供述等から信ぴょう性が高いと判断されることから、

申立人の主張は信用でき、申立人が脱退手当金を請求する動機が判然としない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年３月 23日から同年５月７日まで 

             ② 昭和 36年５月７日から 37年２月 16日まで 

             ③ 昭和 37年２月 16日から 40年７月 25日まで 

             ④ 昭和 40年 11月 21日から 42年１月 29日まで 

60 歳になって社会保険事務所で年金受給の手続きをしたとき、脱退手当

金の制度や脱退手当金を受給したことになっていることを初めて知った。昭

和 42 年１月に退職したあとは、子供を出産し、専業主婦として家庭にいた

ので、社会保険事務所に行って脱退手当金の請求をするはずが無い。脱退手

当金はもらっていないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２

年３か月後の昭和 44年４月 22日に支給されたこととなっており、事業主が申

立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、被保険者記録の記号番号が異なる厚生年金保険加入期間について脱退

手当金を支給する場合には、番号の重複取消を行った上で支給することとなる

が、申立期間①から③までと申立期間④はそれぞれ異なる番号で管理されてい

たにもかかわらず、重複整理が行われていない。さらに、申立人のオンライン

記録の支給額と被保険者名簿の標準報酬月額の記録から計算される支給額は

一致せず、支給記録の支給額に疑義がうかがえるなど、申立人の年金記録の記

録管理が適切に行われていたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1569 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失日は、平成７年５月 21 日で

あると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失

日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成７年３月から同年４月の標準報酬月額を 20 万円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①平成７年３月 31日から同年５月 21日まで 

             ②平成７年５月 21日から同年８月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社勤務し

ていた平成６年９月 14日から７年５月 20日までの期間のうち、申立期間①

及びＢ社に勤務していた平成７年５月21日から同年８月20日までの申立期

間②の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間①及び②も両社に勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社に係る雇用保険の記録により、申立人は、同社

に平成７年３月31日から同年５月20日までについても勤務していたことが確

認できる。  

そして、社会保険庁の記録では、申立人は、Ａ社における厚生年金保険の被

保険者資格を平成７年５月 21 日に喪失した旨の記録があるにもかかわらず、

当該資格喪失日を同年３月 31 日とする訂正処理が、厚生年金保険の適用事業

所でなくなった日（同年３月 31日）以降の同年９月８日に、行われている。 

また、社会保険庁の記録では、Ａ社の申立人以外の３名が、申立人と同様に

被保険者資格を平成７年５月 21 日に喪失した旨の記録があるにもかかわらず、

当該資格喪失日を同年３月 31 日とする訂正処理が、同年９月８日に行われて

いる。 

さらに、社会保険庁の記録では、Ａ社の申立人及び上記３名以外の６名は、



 
 

平成７年10月の標準報酬月額の定時決定を同年８月21日に処理した記録があ

るにもかかわらず、当該定時決定の記録の取消し及び被保険者資格を同年３月

31日に喪失した旨の処理が、同年９月８日に、さかのぼって行われている。 

しかし、社会保険事務所において、このような処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年３月 31 日に被保

険者資格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失

日については、雇用保険の離職日の翌日である同年５月 21 日とすることが妥

当である。 

また、申立期間①の、平成７年３月から同年４月までの標準報酬月額につい

ては、社会保険事務所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

申立期間②については、雇用保険の加入記録により、申立人がＢ社に当該期

間に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間②に適用事業所としての記録が無い。そして、同

社の元役員は、申立期間②当時、同社は社会保険事務所の適用事業とはなって

おらず、同社では厚生年金保険料を控除していなかったとしている。 

また、申立人は、当時の上司や同僚等を記憶していないため、これらの者か

ら申立人の勤務状況や厚生年金保険の適用状況等を確認することができない。 

さらに、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及

び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間②において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 
 

東京厚生年金 事案 1574                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記

録を昭和 22 年 12 月 31 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 年 12 月か

ら 23年７月までを 600円、同年８月を 2,400円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年 12月 31日から 23 年９月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

しかし、Ａ社には昭和 22 年７月から申立期間を含め継続して勤務していた

ので、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。            

                                  

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿に

申立人の資格の喪失原因が「転勤」と記載されていることから、申立人は、Ａ

社に継続して勤務し（昭和 23 年 12月 31 日に同社Ｃ事業所から同社本社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。       

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間の前後の社会保険事務

所の記録から、22 年 12 月から 23 年７月までは 600 円、同年８月は 2,400 円

とすることが妥当である。     

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

が既に解散し、当時の役員等は死亡又は所在不明であるため、同社及びこれら

の者から納付義務の履行状況等を確認できず、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざると得ない。     

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。     



東京国民年金 事案 3043 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年７月から同年９月までの期間、37年 11月から 46年３月

までの期間、46 年 10 月から 48 年３月までの期間、56 年４月から 59年 12 月

までの期間、60 年４月から平成４年４月までの期間、４年６月から９年４月

までの期間及び11年４月から14年４月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 37年 11月から 46年３月まで 

             ③ 昭和 46年 10月から 48年３月まで 

             ④ 昭和 56年４月から 59年 12月まで 

             ⑤ 昭和 60年４月から平成４年４月まで 

             ⑥ 平成４年６月から９年４月まで 

             ⑦ 平成 11年４月から 14年４月まで  

    私は、申立期間の国民年金保険料を銀行や郵便局、区役所で納付していた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付方法や納付場所等に関

する記憶が曖昧
あいまい

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 45 年８月時点

では、申立期間①及び申立期間②の大部分は時効により保険料を納付できない

期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。さらに、申立期間④、⑤及び⑥のうち平成４年 10 月以前の期

間については、申立人の夫も自身の保険料の過半が未納となっているなど、申

立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

で、申立期間当時の保険料の納付状況等が不明確である上、未

納期間が散見されるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 3044 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年９月から 46年３月までの期間及び 48年４月から 57年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年９月から 46年３月まで 

             ② 昭和 48年４月から 57年９月まで 

    私の母は、区役所で私の国民年金の加入手続をし、金融機関から引き出し

た金で、それ以前の未納であった国民年金保険料を一括してすべて納付して

くれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、母親は、国民年金の加入手続及

び一括して保険料を納付したとする時期並びに納付したとする保険料額に関

する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 59年 11月は

特例納付の実施期間外であり、申立期間は時効により保険料を納付することが

できない期間である上、母親は現在所持する年金手帳以外に手帳を所持してい

たことはないと説明しているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



東京国民年金 事案 3048                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年１月から 47年 10 月までの期間、47年 11月から 48年６

月までの期間並びに 48 年７月及び８月の期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から 47年 10月まで 

             ② 昭和 47年 11月から 48年６月まで 

             ③ 昭和 48年７月及び同年８月 

     私は、昭和 45 年 12 月に会社を退職後、48 年９月に就職するまで、国民

年金に加入し、国民年金保険料を納付していた。また、申立期間②について

は、当時、アルバイトをしていたが、厚生年金保険に加入していたことは知

らなかったので、保険料を納めており、二重払いになっているはずである。

再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、厚生年金保険から国民年金に切替手

続をした時期等の記憶が曖昧
あいまい

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50年 12月ごろ

の時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、申立

人は、現在所持する年金手帳以外に手帳を所持していた記憶はないと説明する

など、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3049 

                                 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年７月から２年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月から２年３月まで 

    私が大学生であった申立期間の国民年金保険料は、私が 20 歳のころに、

母が、国民年金の加入手続をして納付してくれていたはずである。母が「保

険料を納めておいたよ。」と言っていたことを記憶しており、申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間において国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料

を納付していたとされる母親から当時の納付状況等を聴取することができな

いため、当時の状況が不明確であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

     また、申立人が平成９年の基礎年金番号導入以前に国民年金に加入していた

記録は確認できない上、申立人は、申立期間当時の年金手帳の受領、所持等に

関する記憶が曖昧
あいまい

     これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であるなど、国民年金手帳の記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

 

 



東京国民年金 事案 3051                                                                        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から46年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 46年３月まで 

私は、昭和 46年に、市役所で夫婦二人分の 10年分の国民年金保険料をさ

かのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、また、申立人は、納付したとする保険料額等に関する

記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払出された昭和 47 年 10 月は、

第１回特例納付の実施期間外である上、当該時点では、申立期間は時効により

保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3052                                                                        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和38年２月から40年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 38年２月から 40年３月まで 

私の夫は、昭和 46 年に市役所で夫婦二人分の国民年金保険料をさかのぼ

って納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の夫は、さかのぼって納付

したとする保険料額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であるなど、申立人の夫

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

 



東京国民年金 事案 3053                                                 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年４月から 47年３月までの期間及び 47年４月から 50年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：  ① 昭和 41年４月から 47年３月まで 

② 昭和 47 年４月から 50年３月まで 

私は、申立期間①については、婚姻後、国民年金手帳の氏名変更の届けを

し、自宅に来ていた区の徴収員に国民年金保険料を納付していた。申立期間

②については、住所変更手続をし、自宅に来ていた市の徴収員に保険料を納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得が出来ない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間当時の転居に係る国

民年金の住所変更手続等に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

である上、申立人の国民年金手帳

記号番号払出簿には、申立期間①に居住していた区への転出の記載が無く、申

立期間②の期間である昭和 48 年時点で不在である旨の記載がされていること

が確認できるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

 

 



東京国民年金 事案 3054                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 47年３月まで 

    私は、昭和 49 年４月ごろ、さかのぼって国民年金保険料を納付できるこ

とを聞き、３年分を市役所等で納めたはずであり、申立期間の保険料が未納

にされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無い上、申立人が申立期間当時居住していた市では、

第２回特例納付の納付書を作成することが可能であり、金融機関で支払うよう

案内していたことが確認できるが、申立人は市役所において３年分の特例納付

の手続をし、市役所等で保険料を納付したと説明しているにも関わらず、当時

当該保険料を市役所では納付することができない上、どの金融機関でいくらの

金額を納付したかは、はっきりしないと説明しており納付金額や納付状況等の

記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

 



東京国民年金 事案 3055                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年４月から 42 年７月までの期間、43 年２月、45 年９月か

ら 47年７月までの期間、48年３月から同年７月までの期間及び同年９月から

50 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年４月から 42年７月まで 

             ② 昭和 43年２月 

             ③ 昭和 45年９月から 47年７月まで 

             ④ 昭和 48年３月から同年７月まで 

             ⑤ 昭和 48年９月から 50年３月まで 

私の母は、昭和 50 年ごろに、私の国民年金の加入手続を行い、特例納付

により国民年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、また、申立人は、申立期間当時

の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付して

いたとされる母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時

の状況が不明確である。さらに、納付したとする金額は、昭和 50 年の第２回

特例納付で申立期間の保険料を納付した場合の保険料額とは大きく異なって

いる上、申立期間①直前の 15か月分の保険料が昭和 54年の第３回特例納付に

より納付されているなど、母親が第２回特例納付により申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 3062 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年４月から 52年６月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 52年６月まで 

    私は申立期間の国民年金保険料を納付しており、還付してもらった記憶は

ないので、申立期間の保険料が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料が納付されていたことは確認できるものの、申立

期間当時、申立人は外国籍であり、昭和 56 年 12月以前は、在日外国人は国民

年金に加入することはできず、申立人の被保険者名簿においても、外国籍であ

ることを理由として加入記録が取り消され、市役所で還付請求書が受け付けら

れたことが確認できる。また、還付整理簿には、申立期間の保険料について、

還付金額、還付決定日、支払日等が明確に記載されており、この記載内容に不

合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当た

らない。 

さらに、申立人の妻は、市役所の職員から申立期間の保険料を還付すると聞

いたことを記憶しているなど、保険料が還付されていないことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



東京国民年金 事案 3063 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年４月から 52年６月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 52年６月まで 

    私は申立期間の国民年金保険料を納付しており、還付してもらった記憶は

ないので、申立期間の保険料が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料が納付されていたことは確認できるものの、申立

期間当時、申立人は外国籍であり、昭和 56 年 12月以前は、在日外国人は国民

年金に加入することはできず、申立人の被保険者名簿においても、外国籍であ

ることを理由として加入記録が取り消され、市役所で還付請求書が受け付けら

れたことが確認できる。また、還付整理簿には、申立期間の保険料について、

還付金額、還付決定日、支払日等が明確に記載されており、この記載内容に不

合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当た

らない。 

さらに、申立人は、市役所の職員から申立期間の保険料を還付すると聞いた

ことを記憶しているなど、保険料が還付されていないことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めるこ

とはできない。 

 

 



東京国民年金 事案 3064 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 47年３月まで 

    私は、転入の際に国民年金手帳を市役所に預け、国民年金保険料を納付し

ていたはずだが、手帳が返却された記憶がなく、申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付状況に

関する記憶が曖昧
あいまい

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

である。また、第３回特例納付で、申立人は昭和 53 年７月

に６か月分の保険料を、申立人の妻は同年７月から 55 年６月にかけ７回に分

けて 57 か月分の保険料を納付しているが、それぞれ未納期間があったため、

特例納付をしなければ 60 歳到達時まで保険料を納付したとしても年金の受給

資格を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要な月数の保険料

を納付したものと考えられるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



東京国民年金 事案 3065     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 45 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 45 年 11 月まで 

    私は、結婚してから区の広報誌で特例納付のことを知り、区役所の国民年

金の窓口で、申立期間の国民年金保険料を現金でまとめて納付した。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金への加入時期、場所等の加

入手続及び申立期間の保険料を納付したとする時期等に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成元年９月ごろ

は、特例納付の実施期間ではなく、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

で

ある。また、申立期間のうち、昭和 44 年８月から 45 年 11 月までの期間は、

配偶者が厚生年金被保険者であるため、申立人には国民年金の任意加入期間と

なるが、任意加入期間は、制度上特例納付することができない期間であるなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3069 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52年２月から 55年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年２月から 55年２月まで 

私の申立期間の国民年金保険料は、父母のいずれかが納付していた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父母が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は保険料の納

付に関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとする父母から当時の

納付状況等を聴取することができないため、申立期間の保険料の納付方法、

納付額等の納付状況が不明確であるなど、申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の基礎年金番号が付番された平成９年１月時点では、申立期

間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の国民年金手帳の記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3070 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38年５月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年５月から 42年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付書で納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、昭和 38 年５月ごろに国     

民年金の加入手続をした時には国民年金手帳の交付を受けておらず、保険料の

納付は区役所から送られてきた納付書に身分証明となる米穀類購入通帳を添

えて納付したと説明しているが、申立人が居住していた区では申立期間当時の

保険料の納付は印紙検認方式であり納付書方式は採られていなかった。 

   さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年７月から 40 年 12 月までの

期間は保険料を納付したとする区とは別の県に居住しており、保険料を納付し

た場所に関する記憶が曖昧
あいまい

加えて、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 43 年７月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 12 月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 48年９月まで 

私は、昭和 39 年に美容院を開業するに当たり、夫の扶養からはずれ、国

民年金の加入手続をとった。国民年金保険料は、夫が納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる夫から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であるな

ど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 49 年７月時点

では、申立期間の過半は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3074 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 42年３月まで 

    私たち夫婦は、入社してから平成元年になるまで、毎月の国民年金保険料

を給与天引きで納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が勤務していた事業所を通じて保険

料の納付を委託していたとする国民年金事務組合の保険料徴収は、昭和 42 年

４月から開始されているなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 42 年１月時点

では、申立期間の過半は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3075 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 42年３月まで 

    私たち夫婦は、入社してから平成元年になるまで、毎月の国民年金保険料

を給与天引きで納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が勤務していた事業所を通じて保険

料の納付を委託していたとする国民年金事務組合の保険料徴収は、昭和 42 年

４月から開始されているなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 42 年１月時点

では、申立期間の過半は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 40 年 11 月までの期間及び 42 年３月から 55 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 37年４月から 40年 11月まで 

             ②昭和 42年３月から 55年３月まで  

私の申立期間の国民年金保険料は、父親が納付していたと聞いている。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況等が不明確であ

るなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 42 年５月時点

では、申立期間①は時効により保険料を納付できない期間である上、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年 12 月から７年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月から７年３月まで 

私は、平成８年ごろ、国民年金保険料の未納があることが分かり、約 20

万円を納付し、その後も約６万円を納付したはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家 

計簿、確定申告書等)が無く、また、申立人は、申立期間の保険料の納付方法

及び納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す 

である。申立期間直後の期間である平成７年

４月から８年 12月までの保険料として約 25 万円を８年 11月に納付し、10年

10月から 11年 1月までの保険料として５万 3,200円を 10年 12月にまとめて

納付しているが、申立人が申立期間の保険料の未納分を納付したとする平成８

年ごろの時点では、申立期間の過半は時効により保険料を納付できない期間で

あるなど申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは 

できない。 

 



東京国民年金 事案 3078 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年５月から 52年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

        住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 52年６月まで 

  私は、昭和 49年、区役所に電話で国民年金に関する問い合わせをした際、

｢年金は 20 歳から納付することになっているので 10 年分の国民年金保険料

を納めてください。｣と言われ、金額が大きかったので３、４回に分けて納

付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、さかのぼって納付したとする

納付場所及び納付方法等の保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を含め総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

であり、さら

に、申立期間のうち昭和 48年４月から 52年６月までの期間は、第２回特例納

付で保険料を納付することができない期間であることなど、申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



東京国民年金 事案 3079 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年４月から４年 12 月までの期間、５年２月から同年５月ま

での期間及び６年１月から同年３月までの期間の国民年金納保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から４年 12月まで 

             ② 平成５年２月から同年５月まで 

             ③ 平成６年１月から同年３月まで 

    私は、平成６年１月ごろ、市役所で国民年金の加入手続をした際、平成２

年までの国民年金保険料をさかのぼって納付するように言われ、後日、銀行

か郵便局で納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成６年１月時点

では、申立期間①の過半は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



東京国民年金 事案 3080 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39年３月から 42年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月から 42年４月まで 

    私は、会社を辞めた昭和 39年３月に国民年金に加入し、結婚前までは自

ら国民年金保険料を納付し、40年の結婚後は妻が保険料を納付してくれて

いたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人及びその妻は、申立

期間当時の保険料の納付金額及び納付場所等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であり、申立期間当時は印紙検認方式により保険料が収納されていたが、印紙

検認による納付に関する記憶が無い。さらに、保険料を納付していたとされる

申立人の妻も申立期間の大部分が国民年金に未加入であるなど、申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



東京国民年金 事案 3081 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年９月から 60 年２月までの期間、昭和 61 年 12 月から 62

年２月までの期間、平成７年８月及び平成 10 年６月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 59年９月から 60年２月まで 

                          ② 昭和 61年 12月から 62年２月まで 

                          ③ 平成７年８月 

                          ④ 平成 10年６月 

    私の国民年金保険料は、申立期間①及び②は母が、申立期間③及び④は私

が納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①及び②については、

申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を

納付していたとされる母親から当時の納付状況等を聴取することが困難であ

るため、当時の保険料の状況が不明確である。   

また、申立期間③及び④については、申立人は、申立期間当時の国民年金の

資格得喪手続、保険料の納付場所及び納付方法等の納付状況に関する記憶が

曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成５年５月時点

では、申立期間①及び②は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない上、

申立期間③及び④の保険料は、それぞれの加入記録が追加処理された時点で時

効により納付ができない。 

である上、当該期間は、それぞれ平成９年 10月及び 13年６月に国民年金

加入期間として記録整備されており、これらの時点ではいずれも時効により保

険料を納付できない期間であるなど、申立人及びその母親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



東京国民年金 事案 3082 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年 11 月から 45 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 42年 11月から 45年５月まで 

 私の妻は、私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行ってい

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、保険料を納付していたとする申立

人の妻は、申立期間当時の申立人の厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行っていないと説明しているほか、保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であ

り、申立期間の一部の自身の保険料が未納となっているなど、申立人の妻が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

        

 

 



東京国民年金 事案 3083 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38年４月から 39年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 38年４月から 39年７月まで 

 私は、申立期間の国民年金保険料を区役所出張所で納付していたはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間当時に納付していた

とする保険料額及び納付方法等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年５月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判 

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

        

 



東京国民年金 事案 3084 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39年３月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 39年３月から 52年３月まで 

 私は、昭和 54年に国民年金に加入したとき、区から過去の未納分の国民

年金保険料を納付できると説明され、40数万円か 70数万円の保険料をまと

めて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、まとめて保険料を納付したと

する金額及び納付場所等に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人が所持する国民年金手帳から、申立人は昭和 54年８月 29日

に国民年金に任意加入していることが確認でき、申立期間は任意加入期間であ

り制度上、保険料をさかのぼって納付することはできず、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたとはものと認めるこ

とはできない。 

 



東京国民年金 事案 3094 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年８月から平成元年 12月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年８月から平成元年 12月まで 

    私の義母は、私が結婚した時に私の国民年金の加入手続をし、それまでの

未納分の国民年金保険料を納付し、その後も、夫の分と併せて私の保険料を

納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義母が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする申

立人の義母から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明確であるなど、申立人の義母が申立人の申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成３年６月時点

では、申立期間の大部分は時効により納付できない期間であり、別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3095 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39年 11月から 40年２月までの期間、40年５月から 42年９月

までの期間、43年３月から同年５月までの期間及び 44年９月から 45年３月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 11月から 40 年２月まで 

             ② 昭和 40年５月から 42年９月まで 

             ③ 昭和 43年３月から同年５月まで             

④ 昭和 44年９月から 45年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を

納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民年金の加

入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、国民年金の加入手続

及び保険料の納付状況が不明確である上、申立人の母親は申立期間①当時、申

立人が居住していた市とは別の県に居住しているなど、申立人の母親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

さらに、申立人の基礎年金番号が付番された平成９年１月時点では、申立期

間は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳の記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。    

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3096 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 61 年３月までの期間並びに 62 年２月及び同年

３月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から 61年３月まで 

② 昭和 62年２月及び同年３月 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付書により市の出張所で納付した。

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間の保険料の納付金額

等に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であり、申立人が昭和 59 年 11月の婚姻後に過年度納付

をしたとする市役所では、過年度保険料の収納を取り扱っていなかった上、申

立期間①については、元夫も婚姻中の 55年４月から 56年４月までの保険料が

未納となっていること、前夫も婚姻中の 59 年 11 月から 61 年３月までの保険

料が未納となっていること、申立期間②については、前夫も婚姻中の保険料が

未納となっていることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

 



東京国民年金 事案 3097 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40年４月から 42年３月までの期間、44年４月から 45年３月、

45年７月から同年９月までの期間及び 47年４月から 49年７月までの期間の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月から 42年３月まで 

             ② 昭和 44年４月から 45年３月まで 

             ③ 昭和 45年７月から同年９月まで 

             ④ 昭和 47年４月から 49年７月まで 

私は、昭和 54 年に区役所から申立期間の国民年金保険料をさかのぼって

納付できるとの連絡があり、申立期間の保険料を納付した。申立期間が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間の保険料の納付状況

に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であり、納付したとする金額は申立期間の保険料を第３回

特例納付で納付した場合の金額と大きく相違しているなど、申立期間の保険料

を特例納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

 

 

 



東京国民年金 事案 3100 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

    私は、昭和 36年か 37年ごろに、区役所の仮設庁舎で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民年金の加入手続を行った

時期、場所等に関する記憶が曖昧
あいまい

   さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 39年 12月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

である上、申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



東京国民年金 事案 3101 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年１月から 47 年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から 47年 11 月まで 

    私は、大学卒業後、母に国民年金の加入手続をしてもらい、就職するまで

の間、国民年金保険料を支払ってもらった。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人自身は国民年金の加入手

続、保険料の納付等に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母親か

ら、当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確で

あるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成８年時点では、

申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3102 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年６月から 47年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 47年９月まで 

    私は、昭和 56年の春ごろに、社会保険事務所か区役所で、学生時代を含

む期間の国民年金保険料を特例納付したはずである。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人が申立期間の保険料を納付したと

する時期は、特例納付の実施期間外である上、申立人は、保険料の納付場所、

納付方法等に関する記憶が曖昧
あいまい

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

 



東京国民年金 事案 3104 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 44年３月まで 

  私は、昭和 53年から 54年ごろ、当時未納だった申立期間の国民年金保険

料を区役所で一括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、保険料を一括納付したとする

納付場所、納付方法等の記憶が曖昧
あいまい

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であり、納付したとする保険料額は、昭和

53年から 55年にかけて実施された第３回特例納付で申立期間の保険料を納付

した場合の金額と異なるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



東京国民年金 事案 3105 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年８月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42年８月から 43年３月まで 

  私は、20 歳から厚生年金保険の被保険者になるまでの期間について、母

からわずかな期間だが国民年金保険料を納付したと聞いている。申立期間が

未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は国民年金への

加入手続及び申立期間の保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料

を納付したとする母親は、加入手続をした時期及び保険料の納付方法の記憶が

曖昧
あいまい

   さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 47 年６月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である上、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であること、申立期間当初の昭和 42 年９月に母親は他市に転出し、同月

に申立人も他区に転出していることなど、申立人の母親が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3106 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年 12 月から 49 年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 49年 10月まで 

  私は、昭和 45年 11月ごろに区役所で国民年金への加入手続をし、申立期

間は区役所から送られてきた納付書により国民年金保険料を納付していた。

申立期間が未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は国民年金への加入手続をした時

期及び保険料の納付方法の記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の所持する国民年金手帳から、申立人は昭和 49年 11月に国

民年金に任意加入することで国民年金手帳の記号番号が払い出されているこ

とが確認でき、任意加入の場合には、制度上、申立人は申立期間の保険料をさ

かのぼって納付することはできない上、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3107 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から同年９月まで 

    私は、母が集金人から購入した申立期間の国民年金印紙を見せられた記憶

がある。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立期間に国民年金印

紙を購入したとされる母親から印紙購入当時の状況を聴取することができな

いため、当時の状況が不明確である上、申立人は、申立期間に国民年金手帳

を所持していたこと及び母親が購入したとする印紙を国民年金手帳に貼付し、

印紙検認を受けたことの記憶がないなど、申立人の母親が申立期間に国民年

金印紙を購入し、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3108 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 40年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、母が母と私の保険料を一緒に金融機関

で納付していたと聞いている。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は申立期間の保険料の

納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母親から当時の納付

状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明確であるなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 41 年２月時

点では、申立期間のうち 38年 12月以前は時効により保険料を納付できない期

間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3112 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41年９月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年９月から 44年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、両親が納付してくれていたと聞いてい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は申立期間の国

民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していた

とされる両親から当時の納付状況等を聴取できないため、当時の状況が不明確

であること、３人の姉も申立期間当時、国民年金に未加入となっていることな

ど、申立人の両親が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年７月時

点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3113 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 50年３月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、兄及び次姉の国民年金保険料

と一緒に私の保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父親

から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確で

ある。また、申立人は、父親から自身の国民年金手帳を受け取っておらず、申

立人の保険料を納付したと聞いたことはないと説明していること、申立期間当

初同居していた申立人の三姉は、当時国民年金に加入した記録がないこと、申

立人は婚姻した昭和 46年 12月に他県に転居しており、父親が居住する市で申

立人の保険料を納付することは困難であると考えられることなど、申立人の父

親が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年８月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3114 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 42年３月まで 

    私の義父は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

いた。昭和 38 年２月に別の区に転居してからは、私の妻は、区の出張所で

私の保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の義父及び申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立期

間のうち、昭和 37年４月から 38年１月までの期間については、申立人は、国

民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していた

とされる義父からは当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明確である。申立期間のうち、転居後の 38年２月から 42年３月まで

の期間については、申立人及び申立人の保険料を納付していたとする申立人の

妻は、納付した保険料の金額等の納付状況に関する記憶が不明確であるなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 43 年９月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3121                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43年４月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女                       

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 49年３月まで 

私の義母は、私が昭和 43年 11月に結婚した後、金融機関の人に、私の国

民年金の加入手続を依頼し、申立期間の国民年金保険料を渡したはずであり、

その後は金融機関の集金人に毎月納付していたはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に

関与していない上、その当時、年金手帳を所持していた記憶が無いと説明して

いること、保険料を納付していたとされる申立人の義母は保険料の納付に関す

る記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年３月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であることなど、申立期間当時の保険料の納付状況等が不明確で

あり、申立人の義母が申立期間に保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情が見当たらず、また、申立人の義母が申立期間の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3122                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56年９月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年９月から 58年３月まで 

    私の母親は、申立期間当時、私の国民年金の加入手続を行い、私の分と併

せて国民年金保険料を金融機関で納付していたはずである。私の申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親は、申立人の国民年金の加入時期及び申立期間当時の国民年金

保険料の納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が所持する年金手帳は、昭

和 55年３月発行の厚生年金手帳及び 63年５月ごろ発行の国民年金手帳である

ことが確認できるほか、申立人は現在所持する年金手帳以外に手帳を所持して

いたことの記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 63 年５月ご

ろの時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であるなど、申立人が申立期間当時に国民年金に加入し、

申立人の母親が保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情が見当た

らず、また、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3123                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年７月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 47年３月まで 

私の妻は、昭和 45年６月に私がＢ社を退職後すぐ、私の分と併せて国民

年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたはずで

ある。私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年６月に申立人の妻が国民年金の加入手続を行ったと説

明しているが、申立人が国民年金の加入時に受け取ったとされる年金手帳には

発行日が 47 年４月１日と記載されている上、申立人は現在所持する年金手帳

以外に手帳を所持していた記憶が無いと説明している。また、申立人の国民年

金保険料を納付していたとされる申立人の妻も申立期間の自身の保険料が未

納となっているなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情が見当たらず、さらに、申立人の妻が申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3124                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年７月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 47年３月まで 

私は、昭和 45年６月に私の夫がＢ社を退職後すぐ、夫の分と併せて国民

年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたはずで

ある。私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45年６月に国民年金の加入手続を行ったと説明しているが、

申立人が国民年金の加入時に受け取ったとされる国民年金手帳には、発行日が

47 年４月１日と記載されている上、申立人は現在所持する年金手帳以外に手

帳を所持していた記憶が無いと説明している。また、申立人が納付していたと

される申立人の夫も申立期間の自身の保険料が未納となっているなど、申立人

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情が見当たら

ず、さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3128 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49年４月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 49年４月から 58年３月まで 

    私の国民年金保険料は、昭和 49 年に婚姻後、夫が夫婦二人分を区役所で

納めていた。夫は納付済みとなっているのに、申立期間の私の保険料だけ

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の夫は、国民年金

の加入手続に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 58年 11月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、婚

姻後は平成 16 年まで住所変更を行っていないなど、申立人が居住していた区

において、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

であるなど、申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



東京国民年金 事案 3129 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 50年 12 月まで 

    私の妻（当時）は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付していたはずなので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険

料の納付に関与していないため、加入手続及び保険料の納付状況が不明確であ

る上、申立人の保険料の納付を行っていたとする申立人の妻（当時）は、申立

人の保険料は第３回特例納付及び過年度納付でさかのぼって昭和 51 年１月か

ら 53 年３月までの期間以降納付したと説明するなど、申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 



東京国民年金 事案 3133    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和60年８月から63年６月までの期間、63年12月、平成元年２月及

び同年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和60年８月から63年６月まで  

             ② 昭和63年12月 

             ③ 平成元年２月及び同年３月 

    私は、20歳になった時に区役所で国民年金の加入手続をし、それ以降、毎

月１か月ごとに納付書で国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間当時に年金手帳を所

持していた記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成３年４月時点

では、申立期間①及び②は時効により保険料を納付できない期間であり、別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

である上、申立期間①及び②については、当該期間直後

の平成元年１月の保険料は申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

３年４月以降の時点で、時効期限いっぱいにさかのぼって過年度納付されてお

り、申立期間③については、６年３月に国民年金の喪失日が元年２月から同年

４月に整備されたために未納となった期間であり、それ以前は未加入期間とし

て管理されていたことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3134 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年１月から 52 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 52年 12 月まで 

 私の母親は、私たち夫婦の国民年金の加入手続を行い、20歳から未納であ

った国民年金保険料を一括納付してくれたはずである。私の申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる母親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

さらに、母親に納付してもらったとする金額は申立期間当時の保険料額と大

きく異なる上、申立人は、国民年金に加入した昭和 55年時点で、過年度納付

及び特例納付をしなければ年金の受給資格期間を満たさないため、加入時点に

おいて、過年度納付を行うとともに、申立期間直前の 37年３月から 38年 12

月までの保険料を第３回特例納付により納付したものと考えられるなど、母親

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3135 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年２月から 60年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年２月から 60年８月まで 

    私は、百貨店でパートタイム社員として勤務していた期間に、継続して国

民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の所持する年金手帳に昭和 57 年

２月２日に厚生年金保険の資格を取得し、同日に国民年金の資格を喪失してい

ることが記載されている上、昭和 59 年度に作成された国民年金の年度別納付

状況リストにおいても、国民年金手帳と同様の日に国民年金の資格を喪失して

いることが確認できるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



東京国民年金 事案 3136 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年 10月から 46年５月までの期間及び 49年 10月から 52年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 10月から 46 年５月まで 

             ② 昭和 49年 10月から 52年３月まで   

    私は、申立期間①については、夫の退職後に国民年金の加入手続をし、国

民年金保険料を金融機関で納付しており、申立期間②についても、夫の退

職後に区役所で加入手続をし、お店に来ていた集金人に保険料を納付して

いたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立期間の保険料の納付状況

等に関する記憶が曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

であり、転居後の昭和 45 年 10月から国民年金の住所変

更手続が転入先の市で行われる 52 年まで、不在者として記録管理されていた

ことが国民年金被保険者名簿及び特殊台帳により確認できる上、一緒に納付し

ていたとする夫も申立期間の自身の保険料が未納となっているなど、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



東京国民年金 事案 3138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年１月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から同年６月まで 

        私は、会社を辞めた後、昭和 40 年１月ごろに住んでいた市に近い隣の市

役所に出向き、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納

付したことを憶えている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料 

(家計簿､確定申告書等)が無く､また､申立人は､保険料の納付金額、納付方法等

についての記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人は、国民年金に加入した記録が無く、国民年金手帳の記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

であり、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断す

ると､申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない｡ 

 



東京国民年金 事案 3139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年１月から 43年３月までの期間及び昭和 47年９月から 51

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から 43年３月まで 

             ② 昭和 47年９月から 51年３月まで 

私は、昭和 54年ごろ、国民年金の特例納付制度を知り、当時住んでいた 

市役所の出張所に妻と行き、妻と私の未納の分の保険料をさかのぼって一 

括納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家 

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人が特例納付したと説明する金額は、

昭和 54 年当時に実施されていた第３回特例納付の保険料額と大きく異なって

いる上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない｡ 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断す

ると､申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない｡  

 

 



東京国民年金 事案 3140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年９月から平成元年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 60年９月から平成元年８月まで 

私は、昭和 63年ごろ、区役所で国民年金に加入し、国民年金保険料を 20

万円ずつ２回に分けて合計 40 万円くらい納付した。その後、平成２年に引

っ越した際、書類などはすべて捨ててしまった。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人から当時の保険料の納付状況等を

聴取することができないため、当時の納付状況等が不明であるなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成５年１月ごろ

の時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であり、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3141 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年５月から 48 年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 43年５月から 48年 10月まで 

        私は、会社を辞めた後、実家の店を手伝っていた。その時期に父親は、私

の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納めた。結婚する時にくす

んだオレンジ色をした手帳を渡されたが、紛失した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料 (家計簿､確定申告書等)が無く､また､申立人自身は､国民年金の加入手続

及び保険料納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である上、

申立人と申立期間当時、同居していた両親、姉及び妹は、国民年金に加入した

記録を確認できないなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに､申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和61年４月時点

では､申立期間の大半は時効により保険料を納付できない期間であり、別の記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断す

ると､申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない｡ 

 



東京国民年金 事案 3142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年１月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 38年３月まで 

私は、厚生年金保険の適用事業所を退職した直後の昭和 37 年１月に、区

役所出張所の窓口で国民年金及び国民健康保険の加入手続を行い、国民年金

保険料は、同出張所の窓口で納付していた。申立期間が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された昭和 38 年８月時点では、申立期間の保険料は過年度納付することが

可能であるが、申立人は保険料をさかのぼって納付した記憶がないなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 38 年８月時点では、国

民年金の被保険者資格取得日が 38 年４月１日とされていたため、当時申立人

は、申立期間は保険料を納付することはできなかったものと考えられる上、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。  

 



東京国民年金 事案 3143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年１月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月から 44年３月まで 

私の国民年金手帳は、昭和 42年度及び 43年度の印紙検認台紙が切り取ら

れており、切り取られた箇所に 44年の割印があるため、44年に保険料をま

とめて納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、44 年に過年度分の保険料を

一括して集金人に納めたと説明するが、当時過年度分の保険料は集金による納

付ができなかったことが確認されるなど、申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、申立人は、国民年金手帳の昭和 42年度及び 43年度の切り取られた印

紙検認台紙に押された割印をもって保険料を納付していたと説明しているが、

当該割印は保険料納付の有無にかかわらず、検認台紙を切り離したことの確認

として押印されているものである。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。  

 



東京国民年金 事案 3144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年４月から 47年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 47年６月まで 

私は、妻の分と一緒に国民年金保険料を協同組合を通じて、事業団に納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期や納付方法等の

納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で払い出された昭和

47年４月時点では、申立期間のうち、44年 12月以前は時効により保険料を納

付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

であり、また、申立人が夫婦二人分の保険料を納

付したとする事業団は、昭和 47 年７月に国民年金事務組合としての業務を開

始したことが確認できるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京国民年金 事案 3145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年４月から 47年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 47年６月まで 

私の国民年金保険料は、夫が夫の分と一緒に協同組合を通じて、事業団に

納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の夫が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、夫及び申立人は、国民年金の加

入時期や納付方法等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が夫婦連番で払い出された昭和

47年４月時点では、申立期間のうち、44年 12月以前は時効により保険料を納

付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

であり、また、申立人の夫

が夫婦二人分の保険料を納付したとする事業団は、昭和 47 年７月に国民年金

事務組合としての業務を開始したことが確認できるなど、申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



東京厚生年金 事案 1441 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年２月から 39年 10 月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間

については、同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社における同僚の証言により、申立期間当時、申立人が同社に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 31年９月に全喪しており、また、当時の事業主は

「申立期間当時の社員に係る資料が無く、しかも、申立人に関する記憶は

無い」旨の供述をしていることから、申立人の同社における勤務の実態や

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、社会保険事務所のＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の同僚

に照会したところ、申立人が勤務していたことを記憶している者は２名い

たが、申立人の加入状況等は不明であるとしている。 

さらに、社会保険事務所のＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番は無いことから、申立人の

記録が欠落したとは考え難い。 

加えて、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、

申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無

い。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1442 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 50年７月 20日から 52 年６月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。 

給与明細書等は無いが、申立期間については、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の事業主の供述により、期間は不明であるが、申立人がＡ

社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は既に全喪しており、申立人の厚生年金保険への加入に関

する書類は無く、申立期間当時の事業主も「手取金額を考え、厚生年金保

険に加入したくないとする従業員については厚生年金保険に加入させてい

ない」旨の供述をしている。 

また、申立人は、当時のＡ社における上司や同僚等の氏名を記憶してい

ないことから、社会保険事務所の同社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から、申立人の申立期間と勤務期間が重なり、かつ所在が確認できた従

業員に照会したものの、申立人を記憶している者はいなかった。 

さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、

申立人には明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も

無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1443 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年ごろから 31年ごろまで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間の加入記録が無いとの回答があった。 

申立期間はＡ社に勤務しており、当時の社長、専務及び同僚等の氏名

を記憶しているので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び勤務状況に関する申立人の具体的な申立内容から判断し

て、期間は不明であるが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は既に全喪しており、申立人が氏名を挙げた申立期間当時の

社長、専務及び同僚等の所在は１名を除き不明であり、確認できた同僚１名

からは、申立人が勤務していた記憶があるとの供述しか得られず、申立人の

勤務期間、勤務内容及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。そこで、供述が得られた同僚の厚生年金保険の加入記録を確認したと

ころ、昭和 29 年５月にＡ社に入社したとしているが、加入したのは３か月

後の同年８月からとなっており、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から所在が確認できた別の同僚 1 名についても照会したところ、昭和 29 年

夏ごろ同社に入社したとしているが、加入したのは 30 年６月からとなって

いることから、同社では、入社から一定期間経過後に従業員を厚生年金保険

に加入させていた状況がうかがえる。 

また、申立人はＡ社における勤務期間に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人



の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料等も無い。 

さらに、社会保険事務所のＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録

が欠落したとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月 21日から 46 年ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

同社には昭和 46 年ごろまで勤務していたので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社には、昭和 43年８月に入社し、申立期間である同年 11月

21日から 46年ごろまでについても勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、同社は、申立人が勤務していたことを確認できる資料を保

有していないこと等から、申立人が申立期間まで同社に勤務していたことを

確認することができないとしている。 

また、申立人が申立期間当時に記憶している同僚６人については、社会保

険事務所の同社の被保険者名簿に名前が無く、かつ、所在も不明であること

から、これらの者から申立人の申立期間における勤務の実態等について確認

することができない。 

さらに、雇用保険の加入記録では、昭和 43年８月 26日に被保険者となり、

43 年 11 月 20 日に離職していることが確認でき、厚生年金保険の加入記録

と一致している。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事

情も無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1449      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月 16日から 44 年２月 28日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が無いと回答をも

らった。同社には、昭和 44 年２月 28 日まで勤務をしていたので、厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社では、申立人の申立期間当時の人事記録等の資料を保有して

いないことから、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確

認することができないとしている。 

そこで、申立人の申立期間当時の上司、同僚及び社会保険事務所が保管し

ている同社の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間に厚生年金保険に加

入していることが確認できる複数の従業員に照会したが、申立人の申立期間

における勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等については、不明としてお

り、これらを確認することができない。 

また、雇用保険の加入記録では、昭和 41 年 10 月１日に被保険者となり、

43年２月 15日に離職していることが確認でき、厚生年金保険の加入記録と

一致している。 

さらに、申立人は、給与から厚生年金保険料が控除されていたのではない

かとしているが、これを確認できる関連資料や周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1450  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 27年１月 10日から 30年１月１日まで 

             ②昭和 30年１月 10日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤

務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の加入記録が無いとの

回答をもらった。それぞれの会社に勤務していたのは確かなので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適

用事業所となったのが昭和 32年 11月１日であり、申立期間①においては、

厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、同社の元事業主は、当時の資料は保有していないこと等から申立人

の勤務については確認することができないとしており、また、同社が厚生年

金保険の適用事業所となるまでは従業員の給与から厚生年金保険料を控除

したことはないと供述している。 

さらに、申立人の複数の同僚は、同社は昭和 32年 11月１日から厚生年金

保険の適用事業所となったが、適用事業所となるまでは厚生年金保険料は給

与から控除されていなかったと供述している。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社は、既に廃業しており、当時の事業主も既に死亡して

いることから、同社及び事業主から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

また、申立人が氏名を記憶していた同社の同僚及び社会保険事務所の同社



の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入して

いることが確認できる複数の従業員に照会したが、申立人の申立期間②にお

ける勤務の実態や厚生年金保険料の控除については、不明としており、これ

らを確認することができない。 

さらに、複数の同僚は、申立期間当時、同社では、入社後１年から７年程

度経過してから、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、その間の厚生年

金保険料は控除されていなかったとしており、このことは、上記被保険者名

簿により、当該複数の同僚が供述どおり入社して約１年ないし約７年経過後

に厚生年金保険に加入していることから確認できる。 

以上のほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主に

よる控除については、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる

関連資料や周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、①及び②の申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1451 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 29年９月 17日から 30年４月 14日まで 

               ② 昭和 30年７月 20日から 31年５月 14日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社（現在はＣ社。）に勤務した期間のうち、申立期間①及び申立期間

②の加入記録が無いとの回答をもらった。同社では、申立期間①及び申

立期間②も、勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 29 年６月 21 日から 31 年５月 14 日までＡ社に継続して

勤務しており、申立期間①及び申立期間②も勤務していたと申し立ててい

る。 

しかしながら、Ａ社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる

資料を保有していないこと等から、申立人の当該期間における勤務状況や

厚生年金保険の加入状況等については確認することはできないとしている。 

また、申立人は、当時の同社における上司や同僚等の氏名を記憶してお

らず、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

そこで、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿から、当時同社に

勤務していたことが確認できる複数の従業員に照会したものの、申立人の

ことを記憶している従業員はいなかった。 

さらに、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料

及び周辺事情も無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として①及び②の申立期間に係る保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月１日から 45年４月１日まで 

     社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した申立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。

申立期間には、同社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ発行の身分証明書等の記載内容及び申立人の複数の同僚の供述により、

申立人が申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、申立人が勤務していたことを確認できる資料を

保有していないこと等から、申立人が同社に勤務していたことは確認でき

ないとしている。 

また、同社の当時の事業主は既に死亡しているため、当該事業主から申

立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確認することができ

ない。 

一方、申立人が記憶している当時の同社における上司及び複数の同僚に、

申立人の勤務状況及び同社における厚生年金保険料の取扱い等について照

会したところ、連絡のとれた複数の同僚は、申立人が、当時、同社に通訳

兼アシスタントプロデューサーとして勤務していたと供述しているが、当

該同僚は、当時、同社では入社後１年程度経過してから、厚生年金保険の

被保険者の資格を取得し、当該資格を取得するまでは厚生年金保険料は控

除されていなかったとしており、申立人も同様の取扱いであったと供述し

ている。このことは、社会保険事務所の同社に係る被保険者名簿により、

当該同僚が供述どおり、入社してから約１年経過後に厚生年金保険に加入



していることから確認できる。 

さらに、申立期間における、申立人の厚生年金保険料の事業主による控

除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1454 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 23年２月 10日から 25年春ころまで 

             ② 昭和 25年春ころから 28年６月 15日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②について加入記録が

無いとの回答をもらった。両社に勤務していたのは間違いないので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社における申立人の同僚の供述から判断して、

期間は明らかでないが、申立人がＡ社において勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 23年８月１日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間①のうち、同日以降

の期間において、適用事業所としての記録は無い。 

そして、申立人は、Ａ社の社会保険事務手続を担当していた上記同僚か

ら、「他の従業員の厚生年金保険の加入手続は行った。あなたについては、

次の機会に行う」と言われたとしているところ、社会保険事務所の記録で

は、同社が厚生年金保険の適用事業所となった 22年４月１日に、同社にお

けるすべての被保険者が資格取得しており、その後、23 年８月１日に同社

が適用事業所でなくなった旨の処理がされ、全員が資格を喪失している。 

また、上記同僚は、記憶がはっきりしない点もあるが、申立人について

は自分が入社した昭和 22年ころよりも少し後にＡ社に入社し、それほど長

い期間勤めたわけではなかったとしている。 

さらに、申立人が記憶していたＡ社における同僚のうち数名の者につい



ては、社会保険事務所の保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿に氏名

の記載がない。このため、Ａ社では、一部の従業員については、厚生年金

保険に加入させていなかったものと考えられる。 

加えて、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による控

除については、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

一方、申立期間②については、Ｂ社の事業主の遺族の供述から判断して、

期間は明らかでないが、申立人がＢ社において勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、Ｂ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

としての記録が無い。 

また、閉鎖登記簿謄本から、申立期間当時、Ｂ社が存在したことは確認

できるが、同謄本に記載された役員等は既に死亡しており、これらの者か

ら、同社における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確

認できない。そして、事業主の遺族は、Ｂ社における厚生年金保険の取扱

いについてはわからないとしている。 

さらに、申立人は、Ｂ社における同僚等の氏名を記憶していないため、

これらの同僚等から、同社について、申立人の勤務の状況等を確認するこ

とができない。 

加えて、申立期間②における厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



東京厚生年金 事案 1455                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年２月 13日から同年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、昭和 61 年２月 13 日から同年９月１日までの

厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、昭和 61

年２月 13日から勤務していたので、申立期間についても厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における申立人の同僚の供述から、申立人が申立期間において、同社

に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の役員及び申立人の複数の同僚は、申立期間当時、同

社では、入社してから一定期間厚生年金保険等に加入させない取扱いがあり、

その間は、給与から厚生年金保険料は控除されていなかったと供述している。

そして、このことは、当該同僚が同社に入社したとする時期が、当該同僚に

係る厚生年金保険の資格取得日より６か月以上前であることからも裏付け

られる。 

雇用保険及びＡ社が加入していたＢ不動産業健康保険組合の記録を確認

したところ、申立人はいずれの記録においても昭和 61 年９月１日に資格を

取得しており、厚生年金保険の加入記録と一致している。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料や周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1456                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年８月１日から 34年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ事業所（現在は、Ｂ社。）に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回

答をもらった。申立期間について、給与から厚生年金保険料が控除され

ていた記憶があるので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所における複数の同僚の供述から、申立人が申立期間において同

社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立期間のうち、昭和 32 年８月１日から 33 年２月１日までの

期間については、申立人は、他の事業所における厚生年金保険の被保険者

としての記録があり、当該期間にＡ事業所に勤務していたとは認められな

い。 

また、Ａ事業所は、社会保険事務所の記録において、昭和 44年１月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間においては、適用事

業所となっていない。そして、現在の事業主は、適用事業所となる前の期

間においては、従業員の給与から厚生年金保険料を控除していなかったと

供述している。 

さらに、申立人が記憶している２名の同僚は、申立期間当時、自身の給

与から厚生年金保険料は控除されていなかったと供述している。 

加えて、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたとするが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は



無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1460                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年６月 11日から同年８月 21日まで 

             ② 昭和 38年７月 18日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答を

もらった。いずれの期間も勤務したのは確かなので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 37 年６月 11 日から 38 年 11月 30 日まで勤務して

いたとしているが、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険者名簿

では、申立人の被保険者資格取得日は 37 年８月 21 日、資格喪失日は 38 年

７月 18日となっており、申立期間①及び②の記録が無い。 

そして、Ａ社は、既に全喪しており、また、事業主の連絡先が不明である

ことから、同社及び事業主から申立人の申立期間①及び②における勤務状況

等について確認することができない。 

また、申立人が記憶している同僚は、Ａ社における厚生年金保険の被保険

者資格取得日が昭和 37 年６月 23 日であるところ、当該同僚は、同社では、

入社と同時に厚生年金保険に加入したが、申立人については、自分が入社し

てから約２、３か月後に入社したとしていることから、申立期間①に申立人

が同社で勤務していたことを確認できない。 

さらに、当該同僚は、申立人がＡ社を退職した時期までは特定できないが、

この季節は申立人が主張する冬ではなく、夏ころであったとしていることか

ら、申立期間②についても、申立人が昭和 38 年 11月 30 日まで同社に勤務



したことが確認できない。 

加えて、上記被保険者名簿から申立期間当時にＡ社で勤務していたことが

確認できる従業員に、申立人の勤務状況等について照会したが、申立人を記

憶している者はおらず、申立期間①及び②について、申立人の同社での勤務

について確認することはできなかった。 

以上のことに加え、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の

控除については、申立人には具体的な記憶が無く、また、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1461                         

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第 2 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和７年生 

     住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 昭和 35年から 39年まで 

          厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ支

店に在籍していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。当時加

入していた健康保険組合の保険証の番号が確認できる資料があるので、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

    申立人は、昭和 35 年から 39 年までＡ社Ｂ支店に勤務し、退職するまで

健康保険組合の保険証が使用できたので、その間、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。ただし、申立人は、同社Ｂ支店に入社して約２

か月後から退職するまで病気のため休職したとしている。このため、申立

人が同社で実際に業務を行ったのは、入社直後の２か月間であったと考え

られる。 

また、Ａ社Ｂ支店の健康保険組合が保管する被保険者名簿の記録から、

申立人の申立期間のうち、昭和 35 年 10 月１日から 38 年３月 25 日まで被

保険者期間であることが確認できることから、申立人は、保険証を使用で

きた同期間、同社に在籍していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる資料を

保有していないことから、申立人の勤務形態や厚生年金保険料の控除につ

いて確認できないとしている。 

また、申立人が唯一記憶している同僚は、申立人について記憶はあるが、

申立人の在籍期間や厚生年金保険料の控除等については分からないとして

いる。 

このため、社会保険事務所のＡ社Ｂ支店に係る被保険者名簿から、申立



期間当時に同社で厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従

業員に照会したところ、連絡の取れた従業員２人は、申立人は、勤務時間

は正社員と同じであったが、正社員ではなく非常勤であったと供述してい

る。さらに、健康保険組合から提出された健康保険被保険者名簿と社会保

険事務所のＡ社Ｂ支店に係る被保険者名簿から、申立人が健康保険厚生年

金保険被保険者資格を取得した前後の資格取得者について確認すると、健

康保険に加入しているが厚生年金保険の被保険者となっていない者が複数

確認できることから、当時の同社Ｂ支店では、一部の社員について健康保

険のみに加入させていたことがうかがえる。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人に明確な記憶は無く、また、これを確認できる関連資料

や周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1462                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月１日から 38年３月 27日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に

は、定時制高校に通いながら勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主及び同僚の証言から、申立人が同社で申立期間に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、同社が保有する健康保険・厚生年金保険被保険者資格取

得届及び同喪失届の控えに申立人の氏名は見当たらず、また、申立期間当時

は、定時制高校等の夜間学生の者については短時間労働者として健康保険や

厚生年金保険の社会保険には加入させておらず、その保険料の控除もしてい

なかったとしている。 

そして、この供述については、申立人がＡ社で申立人と同様に定時制高校

に通いながら勤務していたとしている先輩も、社会保険事務所の同社に係る

厚生年金保険被保険者名簿に氏名がないことから確認できる。 

加えて、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、申

立人には具体的な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1463              

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月 31日から 39 年 10月 31日まで 

船員保険の加入記録を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の記

録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社所有のＢ丸に乗船してい

たことを証明できる船員手帳があるので、船員保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所有する船員手帳により、申立人は、申立期間当時、Ａ社所有

のＢ丸に乗船していたことが確認できる。 

そして、申立人は、Ｃ近海で操業するＢ丸に乗船する前にＡ社からＤの

船員ではなく本土の船員として雇い入れると説明されたと主張している。 

しかし、Ｂ丸の船舶所有者であるＡ社は、申立人の申立期間に係る関係

資料が保存されていないこと等から、申立人の同船への乗船等勤務状況や船

員保険料控除について確認できないとしている。 

また、当時のＢ丸の船長は、同船舶においては、申立期間当時Ｃで雇用

した船員及び本土で雇用された船員についても、Ｃへ航海した際には、船員

保険に加入させない取扱いであったと証言している。 

さらに、申立人は、事業主により給与から船員保険料が控除されていた

とするが、このほかに船員保険料を控除されていた事実を確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 38年９月 28日から同年 11月 20日まで 

                          ②昭和 38年 12 月１日から 39年５月 10日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 35 年３月 25 日から 38 年 11 月 20 日まで勤務していた期

間のうち申立期間①及びＢ社に勤務していた 38 年 12 月１日から 39 年８

月 16 日まで勤務した期間のうち申立期間②の期間の記録が無いとの回答

をもらった。それぞれの会社に継続して勤務していたので、それぞれの期

間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社に昭和 38年 11月 20日まで、申

立期間②については、申立人は、Ｂ社に 38 年 12 月１日から勤務していた

と申し立てている。 

しかし、Ａ社及びＢ社は、いずれも既に全喪し、当時のそれぞれの事業

主等の連絡先も不明であることから、これらの者から申立人の勤務実態や

厚生年金保険料の控除に係る事実を確認することはできない。 

また、申立人は、申立期間①のＡ社及び申立期間②のＢ社に勤務してい

た当時の上司や同僚等の氏名を記憶していないことから、社会保険事務所

の両社に係るそれぞれの被保険者名簿から、申立期間①及び②当時、厚生

年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に対し申立人の勤

務の状況等を確認したものの、申立人を記憶している者はいなかった。 

さらに、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主によ

る控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資

料及び周辺事情も無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①平成９年８月 18日から 12 年５月 19日まで 

②平成 14年３月１日から 16年７月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

①及び②の記録が無いとの回答をもらった。申立期間①はＡ社のＢ店及び

Ｃ店でマネージャーとして、申立期間②はＤ社のマネージャーとして勤務

したので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、雇用保険の記録から、申立人がＡ社に勤務して

いたことは認められる。 

しかし、事業主は、申立期間当時、理由は言えないが、申立人を厚生年

金保険に加入させておらず、給与から厚生年金保険料の控除もしていない

と供述している。 

また、申立人は、同僚等の氏名を記憶していないため、社会保険事務所

の同社の被保険者名簿から申立期間当時同社に勤務していたことが確認で

きる複数の従業員に対し、申立人の勤務状況等を照会したものの、申立人

を記憶している者はいない。そして、当該複数の従業員に入社年月日を照

会し、上記被保険者名簿により入社から厚生年金保険に加入するまでの期

間を確認したところ、１年ないし４年経過した後に厚生年金保険に加入し

ていることが確認できる。 

このため、Ａ社では、相当の期間後に厚生年金保険に加入させていたも

のと考えられる。 

さらに、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除については、

申立人に具体的な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は



無い。 

申立期間②については、雇用保険の記録から、申立人がＤ社に勤務して

いたことは認められる。 

しかし、Ｄ社は、厚生年金保険の適用事業所となったのは平成 19年８月

１日であり、申立期間は、適用事業所となっていない。 

また、Ｄ社から提出された同社の賃金台帳から、申立人は、申立期間②

において、厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

これらに加えて、申立人は、Ｅ市において、平成５年 11月１日から申立

期間を含めて現在まで国民健康保険に加入していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 57年 10 月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社で勤

務した申立期間について、加入記録が無いとの回答をもらった。昭和 52

年４月から 57年 10月まで同社で勤務していたのは確かなので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社で申立期間中に申立人の部下であった者等の供述から、申立人は、

昭和 52年４月から 57年 10 月までＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所に適用事業所としての記録が無い。 

一方、社会保険事務所の記録では、申立人は、申立期間のうち、昭和 54

年５月１日から同年７月 31日までは、Ａ社のグループ企業である有限会社

Ｂにおいて、厚生年金保険の加入記録がある。 

しかし、有限会社Ｂは、既に申立期間中の昭和 54 年８月 31 日に全喪し

ており、また、Ａ社と有限会社Ｂとの共通の当時の事業主は既に死亡し、

当時の有限会社Ｂの経理担当者等の連絡先も不明であることから、これら

の者から申立人の両社における勤務実態や厚生年金保険料の控除等につい

て確認することはできなかった。 

そこで、申立人が記憶していたＡ社における同僚 16 人の厚生年金保険の

加入状況を確認したところ、６人が有限会社Ｂで加入している。 

また、当該同僚のうち、連絡のとれた複数の同僚に厚生年金保険への加

入状況を聴取したところ、１人の同僚は、入社時に厚生年金保険に加入す

るか否かを確認されたが希望しなかったとしており、同人には有限会社Ｂ

において加入した記録は無い。さらに、もう１人の同僚は、Ａ社に約２年



間勤務したとしているが、同人には有限会社Ｂにおいて９か月間のみ加入

した記録が確認できる。これら同僚の厚生年金保険の加入状況及び供述か

ら、Ａ社では、厚生年金保険の適用事業所となっていなかったため、加入

を希望した者等一部の者について、申立期間当時、適用事業所であったグ

ループ企業である有限会社Ｂにおいて厚生年金保険に加入させる取扱いで

あったことがうかがえる。 

さらに、申立人は、申立期間の一部を含む昭和 55 年９月 10 日から平成

６年 12月６日まで国民健康保険に加入している。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除については、申

立人に具体的な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人がＡ社に係る厚生年金保険の被保険者として申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 1467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年９月から 33年６月１日まで 

        厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間の記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、

定時制高校に通学しながら同社に勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚２人の証言から、勤務期間は特定できないものの、申立人が

同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、同社は、申立期間を含む昭和 32年４月から 33年９月までの「健

康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」及び

「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」を保存しており、

同書類の記録は、社会保険事務所が保管する同社の被保険者名簿の記録と

一致しており、申立人の資格喪失に係る記録は無いため、申立人について

は、同社では被保険者となっておらず、給与から厚生年金保険料を控除し

ていないとしている。 

また、申立期間当時のＡ社の事業主や経理担当者については、連絡先も

不明であるため、これらの者から申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入

状況等について確認することはできない。 

さらに、申立人が記憶している同僚２人は、申立人の厚生年金保険の加

入状況等に関しては不明であるとしていることから、社会保険事務所のＡ

社の被保険者名簿から、申立期間当時に厚生年金保険に加入していること

が確認できる複数の従業員に申立人の厚生年金保険の加入状況等を確認し

たものの、申立人のことを記憶している従業員はいなかった。 



加えて、申立人は、事業主により給与から厚生年金保険料が控除されて

いたとするが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1469                  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  昭和 20年４月 10日から同年８月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に

は、申立期間に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社（現在は、Ｂ社。）に勤務していたと申し立て

ている。 

しかし、Ａ社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる資料を保

有していないこと等から、申立人が同社に勤務していたことを確認できない

としている。 

また、申立人は、当時のＡ社における上司や同僚の氏名を４名記憶してい

るものの、これらの者とは連絡がとれないため、社会保険事務所のＡ社に係

る被保険者名簿から申立期間当時に、厚生年金保険に加入していることが確

認できる複数の従業員に確認したものの、申立人のことを記憶している従業

員はいなかった。 

さらに、申立人が記憶している同僚４名については、いずれも社会保険事

務所のＡ社に係る被保険者名簿に加入記録がなく、このため、同社の事業主

は、申立期間当時、従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではな

いと考えられる。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び



周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 1470                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月１日から同年５月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた平成元年１月１日から同年５月１日までの厚生年金保険の

加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務していたことは間違い

ないので、当該期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる資料を

保有していないこと等から、申立人が同社に勤務していたことを確認する

ことができない。また、同社の事業主及び管理部の担当者は、申立期間当

時、入社後３か月から半年の一定期間、厚生年金保険に加入させず、その

保険料も給与から控除しない取扱いであったとしている。 

そして、申立人は、当時のＡ社における上司や同僚等の氏名を記憶して

おらず、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

そこで、社会保険事務所の保管しているＡ社に係る被保険者名簿から、

申立期間当時、同社で勤務し、厚生年金保険に加入していることが確認で

きる複数の従業員に確認したものの、申立人のことを記憶している従業員

はいなかった。 

さらに、雇用保険の記録においても、申立人のＡ社における加入記録は

存在しない。 

以上のほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控



除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料や

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1471                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 39年 12月６日から 40年２月４日まで 

             ② 昭和 40年４月 21日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立

期間②について加入記録が無いとの回答をもらった。それぞれの期間に

おいてもＡ社及びＢ社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①の昭和 39 年 12 月６日から 40 年２月４日までの期間について

は、申立人は、当該期間もＡ社に勤務しており、昭和 39年 12月５日に同社

を退社したという事実は無いと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社の役員、経理部長及び営業部長

を除く申立人を含む一般従業員は、すべて申立人とほぼ同時期に厚生年金保

険の被保険者資格を喪失しており、申立期間①において被保険者として記録

されている一般従業員はいない。 

また、複数の同僚の供述から、Ａ社は、申立人の資格喪失時期とほぼ同時

期に営業を停止したと推認されるところ、申立人及びその上司によれば、申

立人は、同社が営業を停止した昭和 39年 12 月以前の期間においては、営業

職に携わっていたとしているが、同社が営業を停止した後の期間においては、

売掛先を回り、債権を回収していたとしており、同社が営業を停止した同月

より前と後とでは、申立人の業務内容に差異が認められる。 

加えて、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて、申立人に明確な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺事



情は無い。 

申立期間②の昭和 40年４月 21日から同年７月１日までについては、申立

人は、当該期間もＢ社に勤務しており、昭和 40年４月 20日に同社を退社し

たという事実は無いと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、平成元年９月 16 日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主の連絡先も不明で

あることから、同社及び事業主から申立人の申立期間における勤務の実態や

厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、申立人は、Ｂ社の同僚を２名記憶しており、当該同僚と一緒に同社

を退社したとしているところ、当該同僚の所在は不明であり、また、社会保

険事務所の記録では、２名とも申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失しており、申立期間の加入記録が無い。 

そこで、社会保険事務所の保管しているＢ社に係る被保険者名簿から申立

期間②当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる従業員に照会

したところ、申立人及び上記同僚を記憶しているが、３人とも入社してから

２、３か月で退社したと思うと供述している。 

加えて、申立期間②における厚生年金保険料の事業主による控除について

は、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1473                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 41年 11月１日から 42年４月１日まで 

             ② 昭和 44年５月 26日から同年７月 12日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社（現在は、有限会社Ａ社。）に勤務した期間のうちの申立期間①及

びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間②については加入記録が無い旨

の回答をもらった。申立期間①及び②のいずれも勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社における申立人の同僚等の供述から、申立

人が昭和 41 年 11 月１日であるとする入社時期は明らかでないが、申立人

が、申立期間①当時に同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所の記録では、昭和 42年４月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間①において、適用事業所と

しての記録が無い。 

そして、Ａ社は、同事業所が厚生年金保険の適用事業所になる前の期間

については、給与から保険料を控除しておらず、従業員には国民年金への

加入を勧めていたとしているところ、社会保険事務所の記録では、事業主

及び上記同僚等のうちほとんどの者は、申立期間①において、国民年金の

第一号被保険者となっており、当該期間はすべて、その保険料が納付済み

の期間とされている。 

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたとするが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 



申立期間②については、申立人は、Ｂ社に昭和 44 年７月 11 日まで継続

して勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、実際の退職日よりも前の日付で被保険者資格の喪失を

社会保険事務所に届け出ることは無いと供述している。そして、社会保険

事務所の厚生年金保険被保険者名簿には、申立人に係る昭和 44 年５月 26

日の被保険者資格の喪失に伴い、事業主から政府管掌健康保険の被保険者

証が社会保険事務所に返納されているとの記録がある。 

また、申立人が記憶している同僚に照会したが、当該同僚から回答を得

ることができず、申立人の申立期間に係る勤務の実態や厚生年金保険料の

控除について確認することはできなかった。 

そこで、社会保険事務所の保管しているＢ社に係る被保険者名簿から申

立期間当時、厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に確認したものの、申立人の退職時期を記憶している従業員はいなかった。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたとするが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年６月 14日から 55 年７月 25日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務した申立期間の記録が無いとの回答をもらった。当時の雇用保険被

保険者離職票もあり、勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者離職票から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたこ

とは確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に全喪している上、当時の事業主等は死亡又は

所在不明であることから、同社及びこれらの者から申立人の勤務の状況や同

社の厚生年金保険の適用状況等について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から、申立期間当時に、

同社に在籍し、厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に確認したところ、申立人のことを記憶している同僚は複数名いたものの、

申立人の勤務していた期間や厚生年金保険への加入の有無等について記憶

している者はいなかった。 

また、申立人は、社会保険事務所の記録において、申立期間及びその前後

の期間を通じて国民年金に加入して、その保険料を納付していることが確認

できる。さらに、Ａ社は、申立期間当時政府管掌健康保険であるところ、申

立人は、申立期間の健康保険に関する記憶はないものの、同社入社前には、

実家の家業の関係でＢ国民健康保険組合に加入していたとしており、また、

実兄の証言によれば、申立人は、申立期間も継続して同組合に加入していた

と証言している。 



加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料や周辺事情

もない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1476 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年 10月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社における加入期間が昭和 36 年 10 月 21 日から 63 年７月 21 日までであ

るとの回答をもらった。Ａ社には、36年４月から勤務していたので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった採用辞令及び申立期間に係る雇用保険の加入記

録により、申立人は、昭和 36年５月 10日からＡ社に勤務していたことが確

認できる。 

しかし、Ａ社では、「健康保険厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報

酬決定通知書」を保有しており、同書によれば、申立人の厚生年金保険の資

格取得日は昭和 36 年 10 月 21 日と記載されていることから、申立人につい

ては、同日までは被保険者資格を有していなかったはずであり、また、同社

の事務担当者は、同社において、被保険者資格を有しない期間について、職

員の給与から厚生年金保険料を控除していたとは考えられないことから、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除はなされていなかったもの

と考えると供述している。 

また、社会保険事務所の保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

ける厚生年金保険の資格取得日が申立人と同日となっている複数の同僚に、

Ａ社へのそれぞれの入社時期を照会したところ、いずれの同僚も、入社日は

厚生年金保険の資格取得日より１か月ないし４か月程度前であったと供述

している。また、そのうち１人の同僚は、入社日から厚生年金保険の資格取



得日までの期間については試用期間であったため、厚生年金保険の保険料控

除はなかったと供述している。このため、同社では、入社してから一定期間

経過後に厚生年金保険の被保険者の加入手続を行っていたものと推認され

る。 

なお、社会保険事務所の保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番や申立人の記録に訂正箇

所も無く、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見当たらない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶がなく、これを確認できる関連資料や周辺事情

も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1477 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  ① 昭和 55年８月１日から同年 12月１日まで 

             ② 昭和 60年５月１日から同年６月 29日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社Ｂ支社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入期間が無い旨の

回答をもらった。当該期間に同社Ｂ支社に勤務していたことは確かなので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保有していたＡ社発行の退職給与通知書により、申立人は、申

立期間①及び②を含め同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社Ｂ支社は、同社では申立期間①当時、入社から４か月間の

試用期間があり、この間は、厚生年金保険料を控除していなかったとしてい

る。また、申立期間②については、同社では、営業職の職員については、３

か月又は６か月ごとに、営業成績の査定を行い、その結果、社会保険の加入

の有無を決めており、申立人については、昭和 60 年５月１日付けで厚生年

金保険を含む社会保険を脱退させたとしている。 

そして、Ａ社が加入する健康保険組合の記録では、申立人の被保険者資

格の取得日は昭和 55 年 12 月１日、喪失日は 60 年５月１日となっており、

これは、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人に

係る記録と一致している。 

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、被保険者となっている期間の一部の給与明細書は保有しているも

のの、申立期間①及び②における保険料控除を確認できる給与明細書等は保



有していない。 

さらに、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料控除については、申立

人は控除されていたとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1478 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 32年１月 10日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現

在は、Ｂ社。）に勤務していた期間のうち、申立期間について加入記録が

無いとの回答をもらった。同社に昭和 27 年４月１日に入社した当時は、

厚生年金保険に加入していなかったが、29 年４月１日以降は、健康保険

と厚生年金保険の加入を条件に継続して勤務していたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の事業主及び申立人が記憶している申立期間当時の同僚の供述によ

り、申立人が申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業主は、厚生年金保険に係る資料が残っていないた

め、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については、不明とし

ている上、申立期間当時のＡ社の事業主及び事業主の妻であり、同社の経理

担当者であった申立人の姉は、既に死亡しているため、これらの者から申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

一方、社会保険事務所が保有する申立人に係る厚生年金保険手帳記号番

号払出簿には、申立人の資格取得日は、昭和 32 年１月 10 日と記録され、

かつ、申立人の厚生年金手帳記号番号が同年６月以降に払い出されている

ことが確認できるが、事業主が申立人の資格取得日を 29年４月１日とする

資格取得届を同日頃に提出していたとすれば、３年以上経過してから厚生

年金手帳記号番号が払い出されるとは考え難い上、資格取得届を提出後、

申立期間中３回の報酬月額算定基礎届が事業主から提出されているはずで



あるが、これらの届出があったにもかかわらず、そのすべてを社会保険事

務所が誤って記録していないとは考え難いことから、当該資格取得処理に

ついては、事業主の届出に基づき行われており、その結果、31年 12月以前

の申立人の厚生年金保険料の事業主に対する納入告知は行われていないも

のと考えられる。 

このため、社会保険事務所から、申立人の昭和 31 年 12 月以前の厚生年

金保険料の納入告知は行われないところ、Ａ社の被保険者数は 10名程度と

少なく、上記３回の標準報酬月額算定基礎届があったことから、事業主は、

申立人の給与から厚生年金保険料を控除していた場合、この間の社会保険

事務所からの通知と当該控除保険料とのチェック、突合等において、社会

保険事務所の記録（昭和 32 年１月 10 日に資格取得していること）の誤り

に気付くはずである。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1479 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 11月１日から 35 年２月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

おける資格取得日が昭和 35年２月１日となっていた。しかし、同社には

33年 11月１日から継続して勤務し、厚生年金保険料を控除されていた記

憶もあるので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社における昭和 34 年の社員旅行の写真により、

申立人が同社に入社した時期は特定できないものの、申立人が申立期間当時

も同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の現在の事業主は、申立期間当時の厚生年金保険の資

料を含め従業員に係る資料が残っていないため、申立人の申立期間における

厚生年金保険料の控除については、不明としている上、当時の事業主は、既

に死亡しているため、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から、申立期間当時に

厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したと

ころ、当該複数の従業員は、申立人のことは記憶にあるが、勤務していた期

間については不明であるとしており、また、同社における当時の厚生年金保

険の取扱いについては、入社日より１年から３年経過してから厚生年金保険

に加入しているとしており、さらに、厚生年金保険に加入する前は、厚生年

金保険料を給与から控除されていなかったとしている。このため、同社にお

いては、申立期間当時、事業主は、従業員を採用後、一定期間が経過してか

ら厚生年金保険の加入手続きを行ったものと考えられる。 



さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による控除

については、申立人は、控除されていた記憶があるとしているが、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 1484 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月 30日から 10年１月 10日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社の厚生年金保険の資格喪失日が平成９年

９月 30日となっているが、申立期間まで同社に継続して勤務していたの

で、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録により、申立人が、申立期間にＡ社に勤務していた

ことは確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、平成９年９月

30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時は厚

生年金保険の適用事業所ではない。 

また、Ａ社の元同僚 11名に照会したところ、３名から回答があり、うち

１名からは申立人の保険料控除をうかがわせる回答があったものの、これ

を裏付ける資料等は無く、申立期間において申立人の保険料控除があった

ことを推認するまでには至らない。 

さらに、Ａ社の元事業主は連絡先が不明であり、申立内容に係る事情を

照会及び聴取することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1485 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年８月１日から 26 年２月１日まで 

            ② 昭和 26年２月１日から 28年２月１日まで 

    Ａ県において勤務していた、Ｂ炭鉱の厚生年金保険の加入記録が昭和

25年８月１日喪失となっているが、その後６か月間勤務していた。また、

引き続いてＣ青果店（又は、Ｃ果物店。）に２年間勤務していたが、これ

らの期間の厚生年金保険加入記録が無い。同期間を被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   ①の期間について、申立人は、Ａ県のＢ炭鉱に、社会保険事務所の記録

による昭和 25年８月１日の資格喪失後も６か月間勤務し、同期間に厚生年

金保険に加入していたことを主張している。 

しかしながら、申立人は、昭和 25 年 10 月にＢ炭鉱を退職し厚生年金保

険の被保険者資格を喪失している同僚より先に同事業所を退職したと供述

しており、申立内容に矛盾する供述をしている。 

また、Ｂ炭鉱の申立期間当時の社会保険事務担当者に照会したが、申立

人についての記憶が無く、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料

控除等について確認できない。 

なお、上記の社会保険事務担当者からは、昭和 25年７月末から８月初め

にかけて、炭坑の一部が閉鎖となったことにより 200 人規模の大量の資格

喪失者が発生している旨の供述があり、申立人の資格喪失時期はこれと同

時期であることから、申立人の資格喪失も、同炭坑閉鎖に関係するもので



あった可能性もある。 

②の期間について、申立人は、Ｃ青果店に２年間勤務し、同期間に厚生

年金保険に加入していたことを主張している。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ｃ青果店が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 30 年７月１日であり（「Ｃ商店」名で新

規適用。）、申立ての期間において、同青果店は適用事業所となっていない。 

また、Ｃ青果店の事業主夫妻は既に死亡していることから、申立期間に

おける申立人の勤務実態や保険料控除等について照会できず、申立内容を

裏付ける供述を得ることができない。 

さらに、申立人はＣ青果店の同僚１名の名前を記憶していたことから、

当該同僚に照会したが、回答は無く、申立内容に係る事情を聴取すること

ができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1486 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和元年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月２日から同年９月 20日まで 

    昭和 23 年５月にＡ社に入社してから、会社の名称変更等はあったが、

同社に継続して勤務してきた。しかし、申立期間の厚生年金保険加入記

録が無いので、同期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の申立期間当時の同僚の供述により、申立人が、申立期間に同社に

在籍していたことはうかがわれる。 

しかしながら、申立人のほか、Ａ社の同僚２名についても、申立人と同

様の期間について厚生年金保険の加入記録が無い。これらのことについて

Ａ社からは、申立期間当時の資料が無いことを理由に、申立期間における

申立人の勤務実態について明らかな回答が無く、また、保険料控除につい

ても不明との回答しか得られない。 

また、上記の同僚のうち１名は既に死亡しているため、供述を得ること

ができず、もう１名は、申立期間当時にＡ社に勤務していたこと及び自身

のこととして保険料控除があったと思う旨回答しているが、これを裏付け

る資料等は無く、申立期間において申立人の保険料控除があったことまで

推認するには至らない。 

さらに、Ａ社の被保険者名簿においても、申立人が昭和 30年４月２日に

資格喪失及び同年９月 20 日に再取得していることが確認できるとともに、

健康保険の整理番号に欠番は無く、被保険者名簿の記載に不自然さはみら



れない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1487 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月から 45年８月１日まで 

            ② 昭和 45年 10 月 20日から同年 11月 18日まで 

            ③ 昭和 46年２月 26日から同年４月１日まで 

            ④ 昭和 54年４月から同年９月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうちの①の申立期間、Ｂ製作所に勤務して

いた期間のうちの②及び③の申立期間、及びＣ社に勤務していた期間の

うちの④の申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。確かに

継続して勤務していたので、当該期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   ①の期間について、雇用保険の加入記録及びＡ社が提出している労働者

名簿により、申立人の申立期間における勤務実態は確認できる。 

しかしながら、Ａ社から提出された賃金台帳により、申立期間において

申立人の保険料控除が無かったことが確認できる。 

また、申立期間当時にＡ社に勤務していた同僚２名に照会したところ、

２名とも、同社における厚生年金保険の資格取得の時期は、入社後１年か

ら２年経過後であると供述しており、このことについては、同社の事務担

当者も、従業員について、入社後一定期間は厚生年金保険に加入させず、

また、この間は厚生年金保険料も控除していなかったと思うと供述してい

る。 

②及び③の期間については、Ｂ製作所が提出している「被保険者資格取



得確認通知書及び標準報酬決定通知書（写）」及び「被保険者資格喪失確認

通知書（写）」から、同社における申立人の厚生年金保険の資格取得は昭和

45年 11 月 18日付けで行われていること、また、申立人の資格喪失は 46年

２月 26 日付けで、健康保険証添付の上、同年３月 19 日に提出されて行わ

れていることが確認できる。 

また、Ｂ製作所の事業主は、同社では、従来から、必ず従業員の入社日

に合わせて厚生年金保険の資格取得手続をしていること、さらに、資格喪

失の手続も、必ず従業員の退職日に合わせて行っていることから、申立人

は、申立期間には同社に在籍していなかったと供述している。 

④の期間については、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っていることから、同社の被保険者名簿から申立人の同僚と思われる者１

名及び申立人が氏名を記憶している同僚１名の計２名に照会したところ、

同社では、仕事に不慣れな従業員が入社した場合には、入社当初に試用期

間として厚生年金保険に加入させない期間が設けられていたこと、また、

申立人については、入社以前から同社の業務と同様の業務経験が豊富であ

ったことから、試用期間はなかったと考えられる旨の供述が得られている。 

また、申立人の雇用保険の記録、健康保険組合の記録及び厚生年金基金

の記録は、すべて厚生年金保険の記録と同様の加入期間となっており、こ

のことからも、申立期間において、申立人がＣ社に勤務し厚生年金保険料

が控除されていたと推認することは困難である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②、③及び④に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

 



東京厚生年金 事案 1488 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から７年４月１日まで 

    申立期間にＡ社（後に、Ｂ社に社名変更。）に契約社員として勤務して

いたが、同期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間について加

入していなかったか再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時のＡ社の事業主及び経理担当者等は申立人が同社に勤務し

ていたことを供述しており、申立人が申立期間に同社に勤務していたこと

はうかがわれる。 

しかしながら、申立期間当時のＡ社の経理担当者は、申立人は契約社員

であり、契約社員は個人事業主と同じであることから、厚生年金保険には

加入させていなかったと思う旨供述している。 

また、申立人については、申立期間当時にＡ社が加入していた健康保険

組合の被保険者としての記録が無い。一方、関係自治体に対する照会回答

結果から、申立人が申立期間の一部期間（平成４年４月１日から６年６月

５日まで）に、国民健康保険に加入している記録があることが確認できる。 

さらに、申立期間当時のＡ社の事業主に照会したが、社会保険関係書類

及び源泉徴収簿等は、同社が平成 11年に倒産した時に全て廃棄し保存して

いないとの理由により、申立人の申立期間における厚生年金保険への加入

の有無及び保険料控除については不明である旨の供述しか得られず、申立

期間における申立人の保険料控除を確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1490 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年ころから 36年ころまで 

② 昭和 38年ころから 40年ころまで 

③ 昭和 50年ころから 53年ころまで 

④ 昭和 57年ころから 59年ころまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社（現在は、Ｃ社。以下同じ。）に勤務し

た申立期間②、Ｄ社に勤務した申立期間③、Ｅ社、Ｆ社及びＧ社に勤務

した申立期間④のそれぞれの加入記録が無い旨の回答をもらった。各社

に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、申立期間①にＡ社で勤務していたと

申立てている。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所の記録では、厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 35 年２月９日であり、申立期間①の一部は適用事業

所となっていない。 

また、Ａ社は、申立期間①当時の資料を保有していないことから、申立

人の同社での勤務について確認ができないとしている。 

さらに、申立人は、当時のＡ社における上司や同僚等を記憶しておらず、

これらの者から申立人の申立期間①当時の勤務の実態や厚生年金保険料

の控除等について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間①当時

に同社に入社して厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の



従業員に照会したところ、申立人を覚えているものはいなかった。 

２ 申立期間②については、申立人は、申立期間②にＢ社で勤務していた

と申し立てている。 

しかし、現在のＣ社は、申立期間②当時の資料を保有していないことか

ら、申立人の同社での勤務について確認ができないとしている。 

また、申立人は、Ｂ社での同僚を１名記憶しているが、当該同僚は同社

に係る厚生年金保険被保険者名簿において氏名が見当たらず、同社では申

立期間当時、一部の従業員について、厚生年金保険に加入させていなかっ

たものと考えられる。 

３ 申立期間③については、申立人は、申立期間③にＤ社で勤務していた

と申し立てている。 

しかし、申立期間の前半部分については、自分で事業を行っていた期間

があるとしているところ、社会保険庁の記録では、申立人は、昭和 50 年

７月から 51 年９月まで国民年金に加入し、その保険料を納付しているこ

とから、この間は、同社での勤務は考え難い。 

また、Ｄ社の事業主は、申立人を記憶していないものの、同社では申立期

間③当時、アルバイトについては厚生年金保険に加入させておらず、加え

て、正職員でも別の正職員等から紹介を受けずに入社した者については、

一定期間の試用期間を定め、その後に厚生年金保険に加入させていたとし

ている。 

さらに、申立人は、当時のＤ社における上司や同僚等を記憶しておらず、

これらの者から申立人の申立期間③当時の勤務の実態や厚生年金保険料

の控除等について確認することができなかった。 

４ 申立期間④については、申立人は、申立期間④にＥ社、Ｆ社及びＧ社に

勤務していたとしており、いずれの事業所も勤務した期間までは明らかで

ないとしている。 

また、Ｅ社及びＧ社は、申立期間④当時の資料を保有していないことか

ら、申立人が当該事業所で勤務したことは確認できないとしている。 

そこで、Ｅ社、Ｇ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、両社に申立

期間④に勤務したことが確認できる従業員に照会したが、申立人を記憶し

ている者はいなかった。 

さらに、Ｆ社は、申立人は期間までは明らかではないが同社で勤務して

いたとしている。しかし、同社は、申立期間④当時は、採用後３か月間の

試用期間を定めており、その後、希望者のみを厚生年金保険を含む社会保

険に加入させていたとしている。 

そして、社会保険庁の記録では、申立期間④のうち、昭和 58 年１月か

ら 59年１月までの期間については、国民年金の全額免除となっている。 

５ 加えて、社会保険事務所の各社に係る厚生年金保険被保険者名簿では、



いずれの申立期間にも健康保険整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事

務処理に不自然さはみられない。 

以上のほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における厚生年金保険料

の控除については、申立人には具体的な記憶が無く、また、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②、③及び④に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 



東京厚生年金 事案 1494                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年４月４日から 33年１月 25日まで 

             ② 昭和 35年１月１日から 38年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間について、既に脱退手当金を支給済みであり、会社が脱退手当金を

退職金として支給したのではないかと言われた。 

しかし、退職した際、会社から退職金は支給されておらず、会社が、支

給対象者本人の意思を確認せず、脱退手当金の請求手続を行ったとすれば、

そのような行為は許されないと思うので異議を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示がされているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算

上の誤りが無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

38年６月 17日に支給決定されている。 

このように、申立人は、厚生年金保険被保険者資格喪失日の約３か月後に

脱退手当金の支給決定がなされているところ、厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した日の前後２年に被保

険者資格を喪失している女性４人は、いずれも、資格喪失日から４か月以内

に脱退手当金の支給決定がなされており、請求手続の時期は退職後間もない

ころとなることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主に

より代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

なお、申立人は、申立期間①の事業所を退職時に厚生年金保険被保険者証

を返却され、申立期間②の事業所に勤務した際に事業主に提出したとしてい

るが、申立期間①及び②における被保険者記号番号は当初異なる番号で管理



されており、申立人が申立期間②の被保険者資格を喪失する直前に重複整理

された記録がある。 

このことから、申立人は、申立期間②の被保険者資格を喪失する直前に、

脱退手当金を受給するために当該被保険者証を事業主に提出し、これを受け

て重複整理が行われたものと推測される。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1495 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月１日から 39年 10月９日まで 

57 歳の時、社会保険事務所で年金記録を調べてもらったところ、申立

期間について厚生年金保険の加入記録がないことに気づいた。 

しかし、その当時は脱退手当金の制度について承知していなかった上、

家族から将来のことを考えて年金を大事にするように言われていたこと

から、脱退手当金を受け取るはずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金の支給を意味する「脱

退手当金」の押印がなされているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額

に計算上の誤りが無く、脱退手当金が支給されたとされる日が厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和39年12月４日となっていること

から、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年５月２日から 48年 10月１日まで  

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答をもら

った。同社には、間違いなく勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社に営業職として勤務していたと申し立ててい

る。 

   しかし、Ａ社は、昭和 61年 11月 28日に全喪しており、当時の事業主等

の連絡先は不明であることから、同社及び事業主等から申立人の申立期間

当時の勤務の実態や厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

   また、当時のＡ社において申立人が同僚４名の氏名を記憶しているとこ

ろ、いずれも連絡先が不明である。 

   そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間当時に

厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に、申立人の

勤務の実態や同社における厚生年金保険の適用状況等について照会したと

ころ、連絡がとれた５名の従業員は、申立人のことを記憶しておらず、ま

た、この５名のうち、２名の従業員は、営業部所属の者は、正社員ではな

く業務を委託した完全歩合制であるため厚生年金保険には加入させていな

かったとしており、さらに、もう１名の従業員は、申立人は業務部に所属

していなかったので営業部に勤務していたと思うが、当該営業部所属の者



は、業務を委託されているため同社の社員ではないので厚生年金保険の加

入対象ではなかったとしている。 

   加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連

資料及び周辺事情も無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1497 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 20年３月７日から同年５月 26日まで 

             ②昭和 20年７月から同年 10月ころまで  

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現

在は、Ｂ社。）に入社し、同社が保有するＣ丸に乗船して勤務していた申

立期間①及び同Ｄ丸に乗船して勤務していた申立期間②の加入記録が無

いとの回答をもらった。申立期間①及び②についても間違いなくそれぞ

れの船に乗船して勤務していたので、船員保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社が所有するＣ丸の同僚の証言により、当該

期間はＣ丸に乗船し、勤務していたことが推認できる。 

   しかし、Ａ社に、申立期間①における申立人の同社における船員保険の

加入状況等を照会したが、同社は、申立人が船員保険に加入していたこと

を確認できる資料等を保有していないことなどから、不明であるとしてい

る。 

また、申立人は、Ｃ丸において同僚１名の氏名を記憶しているところ、

申立人の在籍を証言した当該同僚は、申立人の船員保険への加入状況につ

いては分からないとしている。そして、当該同僚についても、社会保険事

務所の同社に係る船員保険被保険者名簿では、申立期間に係る船員保険の

記録が無い。    

そこで、社会保険事務所の同社に係る船員保険被保険者名簿から申立期

間①当時に船員保険に加入していることが確認できる複数の従業員に、申



立人の船員保険適用状況等について照会したものの、いずれも連絡先が不

明である。 

   申立期間②については、申立人は、申立期間にＡ社が所有するＤ丸に乗

船して勤務していたと申し立てている。 

   しかし、Ａ社は、申立人がＤ丸に乗船して勤務していたことを確認でき

る資料等を保有していないことなどから、申立人が申立期間②においてＤ

丸に乗船していたかどうかは不明であるとしている。 

   また、申立人は、当時のＤ丸における上司や同僚等の氏名を記憶してお

らず、これらの者から申立人の勤務の実態や同社における船員保険の適用

状況等について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所の同社のＤ丸に係る船員保険被保険者名簿から

申立期間②当時にＤ丸に乗船して船員保険に加入していることが確認でき

る複数の従業員に、申立人の勤務の実態や船員保険の適用状況等について

照会したものの、申立人のことを記憶している者はいなかった。 

   これらに加えて、申立人の申立期間①及び②に係る船員保険料の事業主

による控除については、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間①及び②に係る船員保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年１月 14日から 54 年 10月１日まで  

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ協同

組合に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答

をもらった。同協同組合に勤務していたのは間違いないので、厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の昭和 46 年１月 14 日から 54 年 10 月１日までの期

間においてＡ協同組合に勤務していたと申し立てている。 

   しかし、雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間のうち、昭和 52

年７月１日から同年 12 月 31 日までは、他の事業所に勤務していたことが

確認でき、当該期間は、Ａ協同組合に勤務していたことは認められない。 

また、Ａ協同組合の現在の代表事業所は、申立人は申立期間当時、Ｂ社

に在籍していたが、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 57

年であり、同社では、適用事業所となるまでは厚生年金保険に加入させて

おらず、厚生年金保険料を控除していないとしている。そして、同協同組

合の申立期間当時の事務局長は、申立人のことは記憶しているが、当該協

同組合は、同業者による協同組合であり、当該協同組合が厚生年金保険に

加入させるのではなく、当該協同組合加盟事業所であるＢ社が自社で行う

ことになっていたとしており、また、同協同組合の当時の現場責任者は、

申立人が現場へ運転手として来ていたことは覚えているが、申立人はＢ社

の従業員であり、協同組合で厚生年金保険に加入させることはなかったは

ずであるとしている。 



   さらに、申立人は、申立期間当時のＡ協同組合における同僚３名の氏名

を記憶しているものの、社会保険事務所の同協同組合に係る被保険者名簿

には当該同僚３名の氏名は無く、厚生年金保険の被保険者となっていない。 

   そこで、社会保険事務所の同協同組合に係る被保険者名簿から申立期間

当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に、申

立人の勤務の実態や同協同組合における厚生年金保険の適用状況等につい

て照会したものの、申立人のことを記憶している者はいなかった。 

   なお、申立人については、申立期間においてＡ協同組合における雇用保

険の加入記録がない。  

   加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連

資料及び周辺事情も無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年８月１日から同年 11月１日まで  

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ管理

局Ｂ機関区に勤務していた昭和 38年８月１日から 41年４月 29日までの

期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答をもら

った。申立期間も同管理局に勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間についてもＡ管理局Ｂ機関区に勤務していたと申し

立てている。 

   しかし、Ａ管理局が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 38年

10 月１日であり、38 年９月 30 日以前は適用事業所となっていない。そし

て、Ａ管理局は、昭和 62年２月１日に全喪しており、同管理局の精算業務

を継承したＣ支援機構では、同管理局は、臨時雇用員等社会保険事務処理

規程の施行に伴い昭和 38 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

たが、厚生年金保険の被保険者資格の取得の届出については各事業所単位

で行われていたことから、申立期間当時Ｂ機関区に勤務していた者につい

ては、38年 11月１日まで厚生年金保険の被保険者ではないとしている。 

   また、申立人は、申立期間当時のＡ管理局Ｂ機関区における上司や同僚

等の氏名を記憶しておらず、これらの者から申立人の申立期間当時の勤務

の実態や同管理局における厚生年金保険の適用状況等について確認するこ

とができない。 

   そこで、社会保険事務所のＡ管理局に係る厚生年金保険の被保険者名簿

から同管理局が厚生年金保険の新規適用事業所となった時に厚生年金保険



に加入していることが確認できる複数の従業員に、申立人の勤務状況や同

管理局における厚生年金保険の適用状況等について照会したところ、連絡

のとれた２名の従業員のうち、１名の従業員は、申立人のことを記憶して

いないとしており、また、もう１名の従業員は、申立人は、自分が昭和 38

年の８月か９月に入社した時には在籍していたが、その入社時期について

は分からないとしており、さらに、自分は入社後２か月か３か月経過した

38年 11月１日に厚生年金保険に加入しており、加入するまで厚生年金保険

料の控除はなかったと供述している。   

以上のことに加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確

認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金  事案 1500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年７月 31日から 28 年５月 12日まで  

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた昭和 27 年１月４日から 29 年１月５日までの期間のうち、

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期

間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てている。 

   しかし、Ａ社は、申立人が同社に勤務したことを確認できる資料等を保

有していないことなどから、申立人が申立期間に同社に勤務していたこと

を確認できないとしている。 

   また、当時のＡ社において申立人が氏名等を記憶している 14名の同僚等

に照会したところ、連絡がとれた６名の同僚のうち、３名の同僚は、申立

人を記憶しておらず、１名の同僚は、時期は不明であるが、申立人の在籍

期間は入社後半年位であるとしており、さらに、もう１名の同僚は、申立

人については、自分より少し後から入社して急にいなくなった感じである

がその時期等については分からないとしており、加えて、残り１名の同僚

は、申立人の氏名を記憶しているが、その勤務期間は分からないとしてい

る。 

   そこで、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間当時に

厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したも

のの、申立人のことを記憶している者はいなかった。 

   加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か



らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連

資料及び周辺事情も無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1501 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

        住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年４月から 36年２月 15日まで 

② 昭和 48年４月から 55年３月まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①はＡ

社に、申立期間②はＢ社に、それぞれ勤務していたので、当該期間につ

いて厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言から、申立人が、申立期間①についてＡ社に勤務していたこと

が推認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に全喪しており、申立人に係る厚生年金保険料の

控除について確認することができないほか、上述の申立人が勤務していたこ

とを記憶している同僚からも、申立人に係る保険料控除に関する証言等を得

ることができない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

確認したところ、整理番号の欠番等は見られず、社会保険事務所の事務処理

に不自然さは見当たらない。 

このほか、上述の同僚以外の関係者については、既に死亡等のため連絡を

取ることができない上、申立人について申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

申立人は、昭和 41 年２月 15 日から 46 年９月１日までＢ社に勤務してお

り、申立期間②についても同社に勤務していたと申し立てているところ、申

立人が記憶している上司は、「申立人が再入社した記憶は無い。」旨の供述を



しているほか、複数の同僚も、申立人が当該期間について勤務していた記憶

は無い旨の供述をしている。 

そして、Ｂ社の申立期間②当時の事業主とは連絡が取れず、また、人事記

録等の関連資料も残っていないことから、申立人の勤務実態や厚生年金保険

料の控除等の実態について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る雇用保険の加入記録も確認できない

上、申立人について申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 1502 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

        住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年 11月１日から 29年６月１日まで 

② 昭和 29年 12月１日から 31年４月１日まで 

③ 昭和 31年４月１日から 32年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①及び

②はＡ社に、申立期間③はＢ社に、それぞれ勤務していたので、当該期

間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てて

いる。 

そして、申立人がＡ社の事業主及び複数の役員の名前を記憶していること

から、同社において勤務していたことを全面的に否定することはできないも

のの、連絡が取れた同社の従業員は、「申立人に関する明確な記憶は無い。」

旨の供述をしている。さらに、上述の事業主及び役員並びに申立人が記憶し

ている同僚とは連絡を取ることができず、申立人の勤務実態や厚生年金保険

料の控除等の実態について確認することができない。 

また、Ａ社は、社会保険事務所の記録では、申立期間①及び申立期間②の

うち昭和 30 年３月以前の期間については、厚生年金保険の適用事業所とは

なっていない。 

このほか、社会保険事務所の記録から、申立人が記憶している同僚につい

ては、申立期間①及び申立期間②の期間中、同社及び別の事業所の厚生年金

保険の被保険者であった事実は確認できないほか、申立人について申立期間

①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事



実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、Ｂ社の事業主の証言から、申立人が同社に勤務して

いたことは確認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、申立期間③において、厚生

年金保険の適用事業所とはなっておらず、事業主は、「これまで、厚生年金

保険の適用事業所の手続を行ったことは無く、保険料の控除もしていなかっ

た。」旨の供述をしている。 

このほか、社会保険事務所の記録から、Ｂ社の従業員については、申立期

間③の期間中、厚生年金保険の被保険者とはなっていないことが確認できる

ほか、申立人について申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から③に係る厚生年金保

険料を給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 1507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月１日から 42年７月１日まで 

             ② 昭和 42年 10月２日から 43 年 10月６日まで 

平成８年 10月、60歳になったので、社会保険事務所で年金受給の手続

きをしたとき、申立期間については、脱退手当金を受給していると言わ

れた。 

しかしながら、脱退手当金の請求を行ったことも無いし、受け取った

記憶も無いので納得できない。記録を訂正し、年金として受けられるよ

うにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されたこと

を意味する「脱」の表示が日付入りで記されているとともに、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所

における厚生年金保険資格喪失日から約２か月後の昭和 43年 12月 27日に

支給決定されており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1509 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

        住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年７月５日から同年 12月まで 

② 昭和 47年４月 12日から同年９月１日まで 

③ 昭和 51年９月 21日から 52年 10月 20 日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①はＡ

社に、申立期間②はＢ社に、申立期間③はＣ社に、それぞれ継続して勤

務していたので、当該期間について厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①についてはＡ社に、申立期間②についてはＢ社に、

申立期間③についてはＣ社に勤務していたと申し立てているところ、それぞ

れの入社又は退社時期については、正確な記憶が無い旨の供述をしている。 

そして、申立期間①から③に係る事業所は、いずれも申立人の申立期間①

から③当時の勤務状況等について確認できる資料を保有しておらず、申立期

間に係る勤務の実態や厚生年金保険料の控除までは分からないとしている。

また、申立期間①から③に係る事業所の同僚のうち、連絡が取れた同僚のす

べてが、申立期間①から③に係る期間について、申立人に関する記憶は無い

としており、申立期間に係る申立人の勤務実態等に関する証言を得ることが

できない。 

さらに、申立人は、申立期間②及び③の期間について、雇用保険の加入記

録があるので、厚生年金保険にも加入していたのではないかと主張している

ところ、申立期間②及び③の総務担当者は、申立期間②及び③当時について

は、自社だけでなく同業他社においても勤務形態等によっては雇用保険のみ



加入させていた場合もあり得る旨の証言をしている。 

加えて、社会保険事務所の申立期間①から③に係る事業所の事業所別被保

険者名簿の整理番号に欠番等は見られず、社会保険事務所の事務処理に不自

然さは見当たらない。 

このほか、申立人について申立期間①から③に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から③に係る厚生年金保

険料を給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1511 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 36年３月 21日まで 

平成 19年８月に年金記録を確認するために社会保険事務所へ行ったと

ころ、申立期間に勤務していた事業所の期間が厚生年金保険の受給期間

に入っておらず、脱退手当金を受けていることになっていることが分か

った。 

昭和 39 年３月２日から 44 年１月１日までの期間に勤務していた事業

所分の脱退手当金については、社会保険事務所に行って、自分で請求手

続を行い、その分を受給したことに間違いは無い。しかし、申立期間に

勤務していた事業所分に関しては、社会保険事務所の担当者から説明を

受けた記憶も無く、請求した記憶も無いので、申立期間が年金の計算に

算入されるよう被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年３月２日から 44 年１月１日までの期間に係る脱退

手当金については、昭和 44年に自ら社会保険事務所に出向き、その請求手

続を行ったが、申立期間に係る脱退手当金は請求を行ったことも無く、受

給した記憶も無いと申し立てている。 

また、申立人は、申立期間に係る脱退手当金が支払われた事実を承知し

たのは、平成 19年８月であったと申し立てている。 

しかし、脱退手当金を請求する場合、本来、過去のすべての厚生年金保

険被保険者期間を請求するものであるところ、昭和 39 年３月２日から 44

年１月１日までの期間に係る脱退手当金の請求手続の際に、最初に勤務し、

しかも 35か月と長期間勤務した事業所に係る期間の請求を失念するという

ことは考え難く、さらに、申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給して



いないとするならば、社会保険事務所も、申立期間の厚生年金保険被保険

者記録の有無の確認や申立期間の脱退手当金の請求の指導等を行ったはず

であることから、申立人が申立期間に係る脱退手当金を既に受給していた

ことを認識していたと考えるのが自然である。 

以上のことに加えて、申立期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者名

簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているほか、

申立人に対する脱退手当金の支給を疑わせる事情は見当たらず、申立人か

ら聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していな

いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年４月８日から 37年３月 18日まで 

平成 19 年 11 月に被保険者加入期間回答書により、勤務していた期間

の厚生年金について脱退手当金が支給されていることを知った。 

しかしながら、脱退手当金の請求を行ったことも無いし、受け取った

記憶も無いので、年金として受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金は、退職後半年程度で支給されてい

るところ、申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の申

立人が記載されているページとその前後５ページに記載されている女性の

うち、脱退手当金の支給記録を確認できた 19 名中 17 名が厚生年金保険被

保険者資格喪失日から半年以内に脱退手当金の支給決定がなされているこ

とに加え、当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所がその請求手続

きをした旨の供述をしていることを踏まえると、申立人の脱退手当金の請

求についても、その委任に基づき事業主が代理請求したものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱」の表示が日付入りで記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1513 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年３月 16日から 44 年 12月 25日まで 

平成 19年に社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間に

ついては脱退手当金が支給されていることを初めて知った。 

しかしながら、必ず何らかの年金に加入しなければならないと思って

いたので、申立期間について、申立てに係る事業所の退職時に脱退手当

金の請求を行ったことも無いし、受け取った記憶も無いので、年金とし

て受けられるようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金は、退職後約１か月後に支給されて

いるところ、申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の

申立人が記載されているページとその前後５ページに記載されている女性

のうち、脱退手当金の支給記録を確認できた 16 名中 14 名が厚生年金保険

被保険者資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされてい

ることに加え、当該支給決定の記録がある者の一人は、事業所がその請求

手続きをした旨の供述をしていることを踏まえると、申立人の脱退手当金

の請求についても、その委任に基づき事業主が代理請求したものと考えら

れる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱」の表示が日付入りで記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1516 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年１月から同年８月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いという回答をも

らった。保険料控除を確認できる給与明細書等は無いが、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。しかし、同

社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる資料を保有していない

ことなどから、申立人が同社に勤務していたことを確認することはできない

としている。 

また、申立人は、当時の同社における同僚の氏名を１名記憶していたが、

当該同僚についても、社会保険事務所の同社に係る被保険者名簿において、

申立期間に係る厚生年金保険の加入記録は確認できず、また、当該同僚はす

でに死亡していることから、申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除等

について確認することができなかった。 

そこで、当該名簿から申立期間当時に厚生年金保険に加入していることが

確認できる複数の従業員に確認したものの、申立人のことを記憶している従

業員はいなかった。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料や周

辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 1517                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 33年４月から 34年５月まで 

②昭和 34年７月 27日から 36年３月まで 

     厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に

勤務していた申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社、以下同じ。）に勤務し

ていた申立期間②について、いずれも加入記録が無いという回答があっ

た。両社とも勤務をしており、厚生年金保険に加入していたはずである

ので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、複数の同僚の供述及び勤務状況等に関する申立内

容から判断すると、期間は不明であるが、申立人がＡ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、同社は、すでに解散しており、また、申立期間①の当時の

事業主はすでに死亡しているため、申立人の勤務の状況や厚生年金保険の加

入状況等について確認することができなかった。 

また、社会保険事務所の同社に係る被保険者名簿から申立期間①の当時に

被保険者であったことが確認できる上記複数の同僚は、厚生年金保険に加入

していたことが確認できるところ、当該同僚は、旋盤工等の工場内の技術職

であり、申立人は、部品配達の補助の業務に就いていたとしており、その職

種が異なっている。 

このことについて、申立期間後の同社の事業主は、当時は、職種によって

厚生年金保険の加入状況に差異を設けていたのではないかとしている。 

さらに、上記被保険者名簿では、被保険者整理番号の欠番や不自然な訂正

の形跡も無いことから、申立人に係る厚生年金保険の記録が失われたとは考



え難い。 

加えて、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料や

周辺事情も無い。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、同社は、申立人が同社に勤務していたことを確認できる資料等を

保有していないことなどから、申立人が同社に勤務していたことを確認する

ことはできないとしている。 

また、申立人は、当時の同社における上司や同僚等の氏名を記憶しておら

ず、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除について確

認することができない。 

そこで、社会保険事務所の同社に係る被保険者名簿から申立期間当時に厚

生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したもの

の、申立人のことを記憶している従業員はいなかった。 

さらに、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料や

周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 1518 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年８月１日から 16年６月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期

間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間は、Ａ社に勤

務し、厚生年金保険に加入していたはずであるので、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。     

                       

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社退職後に申立人が就職したＢ社及びＡ社が市に提出した申立人に係

る給与支払報告書により、申立人が、申立期間のうち、平成 15 年 10 月７

日から 16 年４月 30 日までの期間については、Ａ社に勤務していたことが

確認できる。   

他方、申立期間のうち、平成 15 年８月１日から同年 10 月６日までの期

間については、申立人の記憶が明確でないことに加え、同年 10月９日に入

社した同職種の同僚が申立人とは同時期の入社であったと供述しているこ

とから、当該期間において申立人がＡ社に勤務したと推認できない。また、

申立期間のうち、16 年５月１日から同年６月１日までの期間については、

Ｂ社が市に提出した申立人に係る給与支払報告書（平成 16年分）により申

立人が同年５月１日にＢ社に就職したことが確認できることから、当該期

間において申立人がＡ社に勤務したと推認できない。     

また、Ａ社に勤務していたことを確認できる平成 15 年 10 月７日から 16

年４月 30 日までの期間のうち、15 年 10 月７日から同年 12 月 31 日までの

期間において、Ａ社が市に提出した申立人に係る給与支払報告書（平成 15

年分）に社会保険料の金額が記載されておらず、Ａ社は給与から厚生年金

保険料を控除していなかったものと認められる上、申立人は申立期間に国



民健康保険に加入していたことが確認できる。      

さらに、Ａ社に勤務していたことを確認できる平成 15 年 10 月７日から

16 年４月 30 日までの期間について、先の同僚は、「同時期に入社した社員

は 16 年５月 16 日に一斉に正社員になったが、正社員になるまでは、厚生

年金保険に加入しておらず、その保険料は給与から控除されていなかった」

としており、また、申立人については、「正社員ではなかった」としている。   

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。   

   これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 


